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第６回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  福田清宏君 

   １．硯川とその沿線道路の改修について 

    （１）大雨により増水し、越水した硯川と冠水したその沿線道路の改修計画は、立案さ

れているか、伺う。 

    （２）硯川と尻塞川が合流する川下の排水改良計画は、立案されているか、伺う。 

   ２．自治公民館の名称について 

    （１）いちき串木野市自治公民館建設整備事業補助金交付要綱の様式第１号「自治公民

館建設整備事業補助金交付申請書」等の公民館の名称について、伺う。 

    （２）市が示す自治公民館規約の公民館の名称について、伺う。 

  濵田 尚君 

   １．沖ノ浜松林の整備について 

    （１）沖ノ浜松林は、「青松の森」として平成17年３月に森林管理署と協定を締結して

いる。市民の憩いの場所として、また自然体験活動などを行なっていくとした取組

について、その後の状況や森林の管理の状況を伺う。 

    （２）吹上浜フィールドホテルが開業し、多くの来場者で賑わっている。キャンプの需

要や自然体験などレジャーが多様化する中、森林を整備し人が集う空間の創出をす

べきではないか。 

  東 育代君 

   １．教育を取り巻く環境について 

    （１）少子高齢化社会の中において、少子化問題は市の発展や経済活動まで影響を及ぼ

していく喫緊の課題です。児童・生徒数の減少について、どのような取組がなされ

ているか。 

    （２）学校現場で多くの経験を積んでこられた新教育長に、児童生徒数の著しい減少に

直面している本市の教育行政への取組に対する思いを伺う。 

    （３）児童生徒数の減少と学校規模の関係については、平成28年２月に定められた市

小・中学校の統廃合基準に基づいて対応するとなっている。現状と課題について伺

う。 

    （４）まちづくり協議会を中心に地域づくりが進められている中で、通学区域が２つの

学校に分かれている地域がある。通学区域の見直しについて伺う。 

    （５）県内で公立小中高生の不登校は過去最多となっている。本市における不登校や不

登校傾向の児童及び生徒への支援と対策はどのようか。 

    （６）不登校の児童生徒に学校生活への復帰を応援する市教育支援センターは、重要な

役割を担っている。不登校の児童生徒数に対して、１か所の教育支援センターでは

対応できないのではないかと思うが如何か。 

  大六野一美君 

   １．冠岳小学校閉校後の利活用について 

     冠岳小学校は令和２年度末で閉校が決定。 

    （１）跡地利用について、どのように利活用する計画か。 

    （２）活用方法について、地元との話し合い、すり合わせの進捗はどのようか。 

    （３）冠嶽芸術文化村構想の具体案との兼ね合いはどのようか。 

    （４）大きなプロジェクトであり、職員のやる気で結果が大きく変わってくる。どのよ

うに関わり、機関車的な役割を果たすのか。 

    （５）木造校舎であり地理的な特性から、私立学校との連携はできないのか。可能性は

どうか。 



 
- 16 - 

   ２．入札の在り方について 

    （１）少人数の会社がいくつもの工事を落札し、それを下請けに出している実態が多い

と聞く。入札の条件と実情を伺う。 

    （２）完成時の検査は、どこが責任を持つのか。（他県では、高速道路での耐震工事で、

手抜き工事によるひび割れ等が発生、責任のなすり合いをしている。） 

    （３）議員倫理条例が平成29年６月議会で制定されている。入札業者への周知はどの様

な対応をされているか。 

  西別府 治君 

   １．地方自治体のデジタル化の加速について 

    （１）「新しい生活様式」が求められる社会においてデジタル化の重要性が高まってい

ることについて伺う。 

    （２）第２次補正新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金で本市のデジタル関連

政策の活用状況について伺う。 

    （３）デジタル社会を支える人材の育成と外部人材確保について伺う。 

   ２．国・自治体のデジタル化システムの統一・標準化とマイナンバー普及率促進について 

    （１）個人情報保護とデータ利活用の効率性と利便性を向上させた「自治体情報セキュ

リティ」対策の見直しについて伺う。 

    （２）マイナンバーカードの普及による効果について伺う。 

    （３）今後のマイナンバーカードの健康保険証等多様な活用方法について伺う。 

    （４）カード未取得者への追加交付申請書の状況や本市のホームページの掲載の在り方

について伺う。 

    （５）カード交付率向上と申請処理スピード化のために市民課窓口での顔写真無料撮影

サービスの周知について伺う。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（１２月４日）（金曜） 

 

 出席議員  １５名 

     １番  吉 留 良 三 君       ９番  中 里 純 人 君 

     ２番  江 口 祥 子 君      １０番  東   育 代 君 

     ３番  松 崎 幹 夫 君      １１番  西別府   治 君 

     ４番  田 中 和 矢 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ５番  平 石 耕 二 君      １３番  原 口 政 敏 君 

     ６番  中 村 敏 彦 君      １４番  （欠員） 

     ７番  大六野 一 美 君      １５番  福 田 清 宏 君 

     ８番  濵 田   尚 君      １６番  下迫田 良 信 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員   なし 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  岡 田 錦 也 君   主       査  福 谷 和 也 君 

補       佐  石 元 謙 吾 君   主       任  橋之口 健 志 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   消   防   長  若 松 勝 司 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   土 木 課 長  内 田 修 一 君 

教   育   長  相 良 一 洋 君   農 政 課 長  富 永 孝 志 君 

総 務 課 長  東   浩 二 君   まちづくり防災課長  下 池 裕 美 君 

政 策 課 長  北 山   修 君   観 光 交 流 課 長  長 﨑   崇 君 

財 政 課 長  出 水 喜三彦 君   学 校 教 育 課 長  藏 薗 孝 一 君 

市 来 支 所 長  橋 口 昭 彦 君   市 民 課 長  榎 元 京 子 君 

教 委 総 務 課 長  瀬 川   大 君   健 康 増 進 課 長  猪 俣 勝 人 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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令和２年12月４日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（下迫田良信君） おはようございます。こ

れから本日の会議を開きます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（下迫田良信君） 日程第１、一般質問を行

います。 

 これより、通告順により、順次、質問を許します。 

 まず、福田清宏議員の発言を許します。 

   ［15番福田清宏君登壇］ 

○15番（福田清宏君） おはようございます。先に

通告いたしました事項について、順次質問を行いま

す。 

 一つ目は、硯川とその沿線道路の改修についてで

あります。 

 まず、大雨により越水した硯川と、冠水したその

沿線道路の改修計画は立案されているか、お伺いい

たします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。答弁をい

ただいた後、質問者席から再度質問を続けさせてい

ただきます。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。 

 福田清宏議員の御質問にお答えいたします。 

 普通河川の硯川は、串木野養護学校正門南側のた

め池から国道３号を通り、普通河川、尻塞川に合流

する延長約880メートルの河川であります。令和元

年６月並びに本年７月の豪雨によりまして、河川か

ら越流した雨水により、神村学園敷地や国道３号、

市道別府島平線が冠水して、一時通行止めとなった

ところであります。 

 これまでの度重なる豪雨による浸水被害を受けま

して、現在、雨水浸水対策について、関係課により

先進地現地視察や検討会を開催しております。硯川

におきましても、河川流域の現況調査や浸水被害範

囲の把握などの基礎調査を行いまして、関係課が連

携して河川改修を含めた計画の立案に向けて、検討

を進めているところであります。 

○15番（福田清宏君） ただいま立案検討中という

御答弁でありましたが、去る９月24日付で、学校法

人神村学園理事長、神村慎二氏から、市議会に提出

された河川改修の要望書の写しが11月６日、議員に

配付されたことを受けて、私は11月15日に御協力を

いただきながら、この要望書に添付された昨年６月

28日、今年７月３日の２か年の河川氾濫増水記録写

真を頼りに現場を見て回りました。 

 その結果は、要望書にあるように大きな被害の状

況がかいま見えたところであります。記録写真にあ

るように、硯川沿いの右岸道路は実測で約40センチ

から80センチの冠水があり、この道路に隣接する生

徒寮やパソコン室等の校舎は床上浸水したとのこと

であります。 

 ソフトボール場に隣接する建物の入口階段で、実

測約60センチ冠水した跡がありました。ソフトボー

ル場はそれ以上の冠水があったと思われます。また、

ソフトボール場に設置してあったベンチは、硯川と

尻塞川が合流するところまで流されていたとのこと

であります。学園の中ほどにある通路となる橋の下

手左岸付近から越水した様子で、部室や校舎等が約

30センチ床上浸水したとのことでありました。 

 さらに、国道３号から学園内への流入水もあり、

正門入ってすぐ右の保健室やその先の職員室、ここ

でまた約30センチ越えの床上浸水とのことであり、

ドームの中では実測しましたが、約40センチの冠水、

それから、ドームの中にあります自動販売機のとこ

ろで、実測して約50センチの床上浸水、こういう状

況でありまして、遅まきながら甚大な被害に見舞わ

れたことをひしひしと感じるところでありました。 

 もちろん、当局側もこの情報は全て調べられてい

ると思っておりますが、先ほど、その硯川と沿線の

改修計画については御答弁をいただいたところであ

りますけれども、大雨により増水し、越水した硯川

と、その沿線の右岸道路の冠水や学園内への浸水は、

三、四年前まではあまり聞くこともなくて、今まで

ほとんど議題に供したこと等もなかったと思ってい

ます。 

 ところが、今年、去年の大雨によりましての被害
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であります。改修計画に当たっては、国道３号と硯

川沿いの右岸道路との高低差が、勘場蒲鉾店様の裏

側で1.3メートル超あります。道路の冠水は一番深

いところで実測して80センチありましたから、写真

撮影された時間帯が分かりませんけれども、これが

一番高いところだったのか、それよりはまた高い時

間があったのか、その辺は定かでありませんが、写

真による実測では80センチありました。 

 したがって、この硯川の改修には、沿線右岸道路

のかさ上げが必要であろうと思います。そこで、硯

川沿いのこの右岸道路に関する次の３点についてお

伺いいたします。 

 国道３号から神村学園と勘場蒲鉾店様の間にある

硯川沿いの右岸道路は市道ですか。 

 二つ目に、この道路に門扉、ゲートが設置してあ

りますが、この設置者及び管理者は市ですか。 

 三つ目に、時間帯による道路の閉鎖を知らせる看

板が設置してありますが、この看板の設置者は市で

すか。お伺いをいたします。 

○土木課長（内田修一君） 三つの質問が出されま

したので、一つ目からいきます。 

 国道３号から神村学園に行く、さつまあげ、お土

産屋の隣接道路になりますけれども、これにつきま

しては、公道の私道になります。 

 二つ目の、そこに設置してある門、ゲートにつき

ましては、神村学園さんが設置され、神村学園さん

の管理になっております。 

 三つ目の時間帯につきましては、過去のいきさつ

等がちょっとありまして、かなり昔の掲示になって

いるようです。看板のほうに、警察と消防署の指導

によりというようなことで、ああいった看板が立て

られてるというところです。 

○15番（福田清宏君） この道路は、公道の市道で

あるという答弁をいただきまして、にもかかわらず、

ゲートは神村学園の設置ということでありますが、

市が許可した経緯があるんですか、どうですか。 

 それから、今、答弁ありましたように、「警察署、

消防署の指導もあり」という文言がありますが、こ

れはまた、その許可があったのかどうか、それにつ

いてお伺いいたします。 

○土木課長（内田修一君） 許可の経緯につきまし

ては、かなり昔のことになる関係で、昭和のときに

何らかの手続があったのかなと。そこで更新手続を

取ってまいることになりますけれども、神村学園の

敷地において、そういった土地の買収等が進んでい

った場合に占有することがなくなったのかなという

ところで、はっきりとした書類等は確認できており

ません。 

○15番（福田清宏君） 深くは追求はしませんけれ

ども、同時間帯で閉鎖する時間があったりいろいろ

しておりまして、市道としての認識が市民にどれほ

どかという疑問を持ちながら、市道であるというこ

とが確認できたところで、質問を続けさせていただ

きます。 

○土木課長（内田修一君） 申し訳ございません。

私の１回目の発言の中で、あの場所につきましては、

公道の市道にはなっておりません。学園の敷地内の

敷地内道路です。申し訳ございません。失礼いたし

ました。 

○15番（福田清宏君） 続けます。神村学園の敷地

であれば、今さら、許可権者がどうのこうのという

質問は該当しませんので、先の質問は取り消させて

いただきます。２回目の質問だと思います。 

 市道でない、学園の敷地だということであります

が、そうであればあるほど、改修事業を行う場合に

は、硯川沿いの右岸道路を狭くして、硯川を広げて

容積を増やすか、あるいは大きい暗渠を入れて道路

を確保するのか、いろいろな方法があろうとは思い

ますが、いずれにしても、硯川を改修するには、市

道でない硯川沿いの右岸道路のかさ上げを伴う、か

さ上げしなければ、恐らく整備ができないだろうと

いうふうに、現状を見て思ったところでありますが、

その辺については検討中とのことでありますけれど

も、どのような御検討をされておられるか、お尋ね

いたします。 

○土木課長（内田修一君） 現在、関係課において

雨水浸水対策について、先ほど市長も述べられまし

たけれども、先進地現地視察や検討会を開催してお

りますので、まずは、河川流域の現況調査や浸水被

害範囲の把握などの基礎調査を行い、関係課と計画
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の立案に向けて検討を進めております。 

 方法につきましては、かさ上げなのか、そのまま

断面を広げたほうがいいのか、この中でさらに検討

していきたいと思っております。そのようなことで、

沿線道路の改修につきましては、事業実施により必

要となった場合は、隣接する神村学園や関係者と協

議していきたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） 事業実施となった場合はと

いうことで結ばれましたけれども、そもそも市民の

目に触れることが少ない硯川であるし、その沿線の

道路、通行制限があったりして、そういう道路なん

ですけれども、大雨によって増水をして越水をして

道路が冠水をして、さらに、学園内の敷地が冠水し

床上浸水を起こしたという、こういう大きな被害を

被ったこととか、それから、市民の生命財産を守る

という行政の本分からすれば、早急な検討をして改

修に進まなければならないと思うんですけれど。市

長、この辺はどうでしょうかね。私もあんまり認識

が薄くて、硯川のこんな状況というのは写真を見て

初めて驚いたんですけれども、やはり、検討はしな

くてはいけないことでしょう、してなかったんだか

ら。とすれば、急いでやらないと、やっぱり行政の

本分である生命財産を守れないと思うんですけれど

も、その辺についてはいかがでしょうか。お答えい

ただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 福田議員が現地をつぶさに

調査をされまして、そして、具体的な箇所等につい

て質問をなさっておられます。 

 その中でお述べになられましたとおり、ここ２年

ぐらいなんですけど、それまではあの辺が全部つか

ったというのはあまり聞かなかったのですよね。そ

ういった点で、甘えるわけではありませんが、備え

あれば憂いなしですから、もっと早くから我々も取

り組むべきだったとは思います。いずれにしても、

今、縷々述べられました、どこが何十センチと詳し

く話されましたけれども、こういうのが２年続いて

いますので、今、市としまして関係課が集まって、

まず先進地などの視察をしたりしながら検討してお

りますが、いずれにしましても今、福田議員がお述

べになっておられますように、これは行政の責務と

して早急に対策をしなきゃならないということであ

りますので、具体的にまた検討してまいりますので、

お気付きの点を御示唆いただけたらと思います。 

○15番（福田清宏君） 急ぎ先進地の視察も必要だ

し、どうしたら早く改修できるかということを立案

計画されることも必要であると思いますが、やはり、

そういうのがなってからということでの答弁でした

けれども、関係者と一緒にやっぱり早く会議を起こ

して、意見を出し合って、そして一刻も早くこの改

修計画が取りまとめられて、着工することが何より

だろうと思います。いろんな障害があると思います

けれども、やっぱりそれを乗り越えなければ、硯川

の冠水とかあるいは敷地内の冠水、床上浸水なんて

いうのは防ぎようがないというふうに感じるところ

でありますので、早く実現のために鋭意努力されま

すことを御祈念申し上げまして、次の質問に移らさ

せていただきます。 

 次に、二つ目は硯川と尻塞川が合流する、川下の

排水改良計画は立案されているかお伺いいたします。 

 なお、この質問は９月定例会で濵田議員の一般質

問と重複するところがありますが、お答えをいただ

きたいと思います。 

○農政課長（富永孝志君） 硯川と尻塞川が合流す

る川下の排水計画についてでございます。 

 両方の川が合流する川下には樋門を設置していま

す。当時、尻塞川の沿線には標高の低い農地が多く、

水田への海水の流入を防ぐ目的で、昭和45年に県が

設置し、昭和54年に改修が行われております。 

 この樋門は、堆積している砂の下を直径1.2メー

トルの暗渠３本で排水しているため、短時間に集中

的に雨が降りますと対応できない状況にあり、神村

学園周辺が冠水しております。 

 川下の排水計画につきましては現在まで立案され

ておりませんが、現在、関係課による雨水浸水対策

についての先進地現地視察や検討会を開催しており

ますので、その中で排水計画について調査してまい

りたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） 立案されていないというこ

とですけれども、後でまた触れたいと思います。次

に尻塞川の改修になった時期ですね、三面張りにな
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りました、この時期と、それから農用地が埋められ

た時期が分かったらお答えいただきたいと思います。 

○農政課長（富永孝志君） まずは樋門の改修につ

きまして、昭和45年に設置されまして、昭和54年に

改修して現在の施設になっております。 

 また、背後地の農地がなくなった時期につきまし

ては、正確な記録が残っておりませんけれども、聞

き取り調査等を行い、昭和60年頃には農地がなくな

っていると思われます。 

○15番（福田清宏君） 記録がないのはやっぱりい

かんですね。農用地がなくなって宅地化した時期か

ら、およそ40数年という理解でいいんですかね。最

初、昭和45年に整備されてから50年前後の経過があ

るようですけれども、農用地がなくなると、遊水池

がなくなるんですね。水が遊ぶところがね。 

 今日までこの対応というのは、やっぱり難しくて

検討されてこなかったんですかね。その難しさって

いうのはどういうことなんでしょうかね。これが遅

れていること、今まで立案がなかったこと自体が、

今回の道路の冠水とか建物等の床上浸水等、水が遡

上する形で起こったんじゃないかと思うんですけれ

ども、その辺についてはいかがですか。 

○副市長（中屋謙治君） ただいまの尻塞川の関係

でございます。先ほど硯川の関係、神村学園へ浸水

したということで、川下で硯川と合流をしておりま

す。そういうことで、硯川の氾濫の一因として、尻

塞川の樋門といいましょうか、この部分は大きく関

係していると思っております。 

 そういうことで、先ほど来、答弁いたしておりま

すように、まずはこの両河川の河川流域の現況調査

あるいは浸水被害の状況、こういった基礎調査が必

要である、こういうことを考えておりまして、早速

予算化し、その作業に入っていきたいと思っており

ます。 

○15番（福田清宏君） やっぱり、浸水が２年続い

てあっても立案がなかったというところにやっぱり

ちょっと疑問を持たざるを得ないんですが、やっぱ

り何か難しいことがあったのかなと思いながらも、

今回こうして質問をしています。何が障害で今まで

立案計画を検討する時期が失われてきたのかという

ことも非常に疑問なんですけれども、ただいま基礎

調査をする中で予算化もしていこうという話ですの

で、それは本当によかったことだと思いますし、ぜ

ひ進めていただきたいと思います。 

 排水について考えてみますと、樋門の整備と改修

というのは昭和45年と昭和54年ということですが、

先の質問でもありましたように不具合があるという

ことと、二つ目には遊水池の整備が、農用地がその

代わりをしていたというふうに思うんですが、これ

がなくなったことから、今回の大雨の受皿は神村学

園の敷地あるいはグラウンド、そういうところが受

皿になったのではなかろうかと思いますし、これだ

けの容積を新たに設けるなんていう話はおおよそ不

可能であろうと思います。 

 基礎調査も恐らくそういう結果になると思います

が、絶対できないんです、これは。そうすると、排

水ポンプの設置しか形としてはないだろうというふ

うに思うところです。 

 硯川の改修もなかなか進みそうにありませんし、

やはり今までどおり、二つの川から流れる水はこの

樋門の場所に集中するということ等を考え合わせて

いくと、どうしても基礎調査も急がなきゃいかんし、

最終的にはやはりポンプアップして排出するほかな

いだろうと。あの地形からして、あの松林を切り開

いて川を造ってという話にはならないでしょうから

ね。 

 だけど、田畑がなくなったから、あえて切り開い

て川口を造るという方法もあるのかなと思ったりし

ます。ですから、その辺も併せてどういう方法がい

いのかは、やっぱり一生懸命になって検討しないと、

もう放っておくことができないですよね。最終的に

は、ここがきちんと整備されていなかったから、水

が遡上をしていって学園の敷地内にも入っていった

んだろうというふうに考えられる節があるんですね。 

 そういうことを考え合わせると、ここのポンプ等

の施設について、早く基礎調査を終えて実施調査を

して、計画することが大事だと思うんですけれども、

市長、この辺のことはどうですか。尻塞川のことで、

ずっと樋門の話が出てきました。今回、硯川の流末

も合わせて樋門の改修をという話で質問しているん
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ですけれど、それについてはいかがでしょうか。お

答えいただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） この地域は、先ほど来、述

べておりますように標高が非常に低いんですね。低

くて、今まで田んぼ、畑もあったんでしょうか、農

用地に海水が入ってくるというような、ちょっと普

通考えられないようなところだったと。 

 したがって、県の事業において昭和45年に樋門が

建設されたと思っております。そして、それがまた

あまりうまく機能しないので、それから９年後、昭

和54年にまた改修されたということであります。 

 今、福田議員がお述べになられましたとおり、や

はり、大きく分けたら対策としてやっぱり排水しか

ないと思いますね。今、検討しておりますけれども。

今、述べられましたとおり、神村学園一帯のあれだ

けの水を受ける土地は隣にはないわけですから、そ

うしますと、やはり排水かなと、行き着くところは

と、解決策はというふうに思います。 

 排水して、思い切って松林を開削するとか、ある

いはポンプを設置するとか、いろんな方法があると

思うんですが、今、先進地も見に行ったりしており

ますので、雨が降る量とか周辺の雨量の関係とか調

べながら、そういった方向性を見出していきたいと

思っております。 

 やはり基本は何といっても、今、福田議員がお述

べになっておられるように、何らかの方法で排水を

考えるということになるんじゃないかなと思ってお

ります。いずれにしても、いろんな角度から検討し

てまいりたいと思っております。 

○15番（福田清宏君） 先の濵田議員の質問でも言

及があったと思いますが、今まで立案されていなか

ったことが、今動こうとするという答弁がありまし

た。ぜひひとつこれは急いでやっぱりやらないと、

さっき言いましたように、生命財産、暮らし向きが

悪いという、そういうことにつながってはいけませ

んので、ぜひ、行政の責務として進めていただきた

いと思います。 

 なお、前の硯川は県の整備ということで先ほどか

ら説明を受けていますが、普通河川だとすれば市の

管理するところだと思いますので、県に頼ってばっ

かりじゃおれないという、非常にその辺も難しいん

でしょうけれども、その辺についてもあるんじゃな

かろうかと思うんですが、その辺についてはどうで

すか。ひとつお答えください。 

○市長（田畑誠一君） いろんな角度から調査研究

してまいりたいと思いますけれども、今ちょっと考

えますと、田んぼがなくなったら農林水産省サイド

での予算もどうかなと今思ったりしているところで

あります。そうしますと勢い、市のやはり負担とい

う形になるんじゃないかなと。いずれにしましても、

その方向性が決まったら、何らかの形で補助制度を

つかめないものか、その辺は研究してまいりたいと

思います。 

○15番（福田清宏君） この間、財政問題をいろい

ろと言われておりますけれども、そんなことを言っ

ている場合じゃないんですよね。やっぱり、これだ

け人命に関わるようなことがあれば、やっぱり進め

なきゃいかんと思いますので、ぜひひとつ、その答

弁のとおりに進めていただきたいと思います。 

 これでこの項を終わって、次に進めさせていただ

きます。 

 次は、自治公民館の名称についてであります。 

 まず、いちき串木野市自治公民館建設整備事業補

助金交付要綱の様式第１号に、自治公民館建設整備

事業補助金交付申請書、この後は２号、３号とずっ

と10号まであるようですが、この中の公民館の名称

についてお伺いいたします。 

 先の決算審査特別委員会の審議の中で、土木事業

補助金99万8,750円の説明欄に、酔之尾自治公民館

ほか４自治公民館とあり、「公民館の名称に自治が

ついているが正しいのか」と問いました。後日の回

答では、調査の結果、酔之尾自治公民館の名称で申

請されているということでありました。 

 その後も、この自治公民館の名称に疑問をずっと

持ち続けておりまして、いちき串木野市自治公民館

建設整備事業補助金交付要綱の様式第１号を調べま

して、申請書の公民館の名称について調べましたと

ころ、申請書等の氏名の欄に○○自治公民館館長と、

あるいは自治公民館というふうに印刷してあるんで

すね。これがこの間違いを起こしているんじゃない
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かと思うことがありまして、本日質問という形をと

りました。 

 まずお尋ねをいたします。公民館の名称に自治の

文言がない公民館にあっても、様式にあるように○

○自治公民館あるいは自治公民館館長というふうに

記入しなければ申請書として成り立たないのかどう

か、お伺いいたします。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 補助金の申

請様式等に記載をしている申請者欄等の公民館名称

についてでございます。 

 現在の申請様式には、社会教育法に規定される公

民館、条例公民館ですけれども、これと混同しない

ように区別するために、様式の公民館名称には自治

公民館、自治公民館長と表記をしているところでご

ざいます。 

 公民館の名称は、各自治公民館の自主性、自立性

によって決められることが本来の姿でありますので、

申請書等における申請者欄等の表記につきましては、

私どもが所管する他の補助金の様式とも調整を図っ

てまいりたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） 条例公民館と混同する必要

ないんですよ、自治公民館をね。条例公民館は二つ

しかないんだから。公民館は143ですか、今。市来

地域が44と串木野地域が99ですかね。そんな感じで

今あるわけですから、あえて自治という名前が入っ

ているばかりにいろんなことが起こってきていると

思います。 

 ちょっと先に行きますとね、こういう形で公民館

の規約とか、あるいは長年の慣習もあるでしょうが、

○○公民館というふうにうたっているところが、○

○自治公民館という名前で申請している、あるいは

それでお金が交付されている、これは偽名ですよね。

本来規約にない名称で申請させているわけですよ。

これは正確に言うと違うんじゃないですか。間違っ

ているんじゃないですかね。偽名でもいいんですか、

申請の仕方というのは。そういうことを思うんです

よ。その辺についてはどうですかね。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 御質問のと

おり、申請書様式に「自治公民館長」と印刷をして

ございます。申請されるに当たりましては、各公民

館の名称等で申請をしていただいておりますので、

自治がつかない公民館につきましては、自治を修正

していただいて、現在、正式な名称で申請をしてい

ただいているところでございます。 

○15番（福田清宏君） 本当にそうですか。違うで

しょう、それ。酔之尾公民館は自治が入っています

か。今度新しく公民館ができていましたので、門前

まで行ってみました。入口の上に大きな看板があり

ました。酔之尾公民館ですよ、していないですよ。

申請書は、自治公民館でしてありますよ。さっき、

土木課長が保留して回答してくれたのも自治公民館

で申請してありましたということなんですよ。 

 その辺をやっぱり混同したら変なふうになるんで

すよ。だから、本来の公民館の名称で申請させなき

ゃいけないわけで、「自治」を印刷から取らない限

りはこんな混同した間違いが起こるんですよ。取ら

ないとすれば、申請の段階でチェックして自治を消

してもらうとかやらなきゃいけないと思うんです。

さっきの答弁は間違っていますよ。実際、申請書を

見れば自治が入っていますよ。どうですかその辺は。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 現在、「自

治」のついた申請書様式を活用しておりますが、今

後、公民館名称、各自治公民館の自主性、自立性に

よって決められることが本来の姿でありますので、

今回御指摘の申請書様式等につきましては、先の答

弁でもありましたけれども、私どもが所管する他の

補助金の申請様式等とも調整をしながら、見直すべ

きは見直してまいりたいと考えております。 

○15番（福田清宏君） この様式の１号から10号の

中の自治を外すということは答弁できませんか。ほ

かの事業の補助申請書には書いていないんですよ。

自治公民館なんていう印刷もないんですよ。 

 だから、手助けとして自治公民館と書いたのか、

自治公民館の名称でないと申請できないよというこ

とで書いてあるのか、この辺は分かりませんけどね。

だけど、本当に規約にある名称と違った名称、いわ

ゆる○○公民館が○○自治公民館で申請してお金を

受け取っている。このことには触れませんか。正規

なこととして認めていいですかね。どうですか。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 当初、この
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様式等を整備するに当たりまして、先ほど答弁いた

しましたが、社会教育法に規定される条例公民館と

区別するといったような意味合いで自治公民館とい

うような表記で印刷がされたものと思っております。

今後、こういった様式等につきましては、先ほどか

ら申しておりますとおり、他の補助金の様式等とも

調整を図りながら、見直すべきは見直していきたい

と考えております。 

○15番（福田清宏君） 他の様式にはないですよ。

他の様式には自治公民館とか館長とかというのは書

いてないんですよ。ただ申請者ということしか書い

てないんですよ。だから、調整する必要はないよね、

別に。だから、温情で公民館館長という文言を様式

に入れたいということであればそれでいいと思いま

すが、「自治」は外すべきですよ。「自治」は外す

べき。「自治」がついてる公民館は幾つありますか。 

○まちづくり防災課長（下池裕美君） 市内全域で

の調査等は、申し訳ございません、取組がないとこ

ろで、現在、市内の143の自治公民館のうち、25の

組織が地方自治法に基づく認可地縁団体となってお

ります。その中で、25のうち22の公民館におきまし

て、自治公民館という表示がされております。私ど

もが把握しているのはその部分だけでございます。 

○15番（福田清宏君） 地縁法人の場合は自治をつ

けるような形が多いんですよね。だから、昔から存

在しているこの公民館の名称は、「自治」はほとん

どついてない。私が知る限り汐見町自治公民館かな。

ほかにありますかね。 

 だけど、ちょっと聞くところによると、自治をど

うしようか、文言をどうしようかという話もちらほ

ら聞こえてきますけれどもね。143ある中で、地縁

の22とか、今の汐見町のそれとか、そんな感じの中

でやっぱり自治公民館って書かせるんですか。 

 おおくくりの中で自治公民館が143ある中でとか

いう表現は別にいといませんけどね、申請書に「自

治」がつくということは偽名ですよ、本当に。これ、

あっていいんですか。監査の流れが起こったら大変

だと私は思うんですね。これ間違ってますよ。正式

な公民館の名称で申請していないんだから。 

 やっぱり即刻この様式を改めて。自治を外すだけ

なんですよね。そしたら、間違いは起こらないんで

すよ。○○公民館は○○と書くだけでいいし、○○

自治公民館は「○○自治」と書けばいいんですよね。

それだけのことなんですよ、時間をとって質問して

いますけれど。だけど、公民館をやっぱり惑わすよ

うなこんなやり方はやっぱりよくないと思う。早速

やっぱり改めるべきだと思うんですがね。 

 そうして、いい関係で公民館と対峙してください

よ。こんなことで公民館ともめていたら大変ですよ。

市長のところまでは恐らくこのことは届いていない

と思うから、何かこれについて答弁があればお願い

します。 

○副市長（中屋謙治君） 今回この自治公民館建設

整備事業補助金、これにつきましては交付要綱を定

めております。 

 趣旨としては、この補助金要綱、条例公民館では

ございません、皆さん方が自主的に運営されます自

治公民館に関する補助制度ですということで、この

補助金の交付要綱、自治公民館整備に関する補助金

ということで要綱を制定しているわけでございます。

この様式の中に自治というのが入っているのが適切

かどうかという、こういう趣旨でございます。 

 様式の中で申請される方が書きやすいようにとい

う、そういうことでここに入ったんだろうというふ

うに推察をいたします。様式でございますので、お

っしゃいますような形で様式を見直していきたいと

思っております。御理解をいただきたいと思います。 

○15番（福田清宏君） ぜひそうしてください。混

乱させちゃいけないと思うし、混乱すれば、担当課

と、やっぱり公民館やらまち協がおかしくなるんで

すよ。行政を進めるのも大変なことになりますから。

こんなことは「自治」を消せば済む話なんですね、

様式から。 

 申請者欄なんですよ。あるいは交付先の氏名の欄

のところとか、様式によってちょっと違うようなん

ですが、その辺はひとつ、今の答弁のように、すぐ

様式を改める方向で検討していただきたいと思いま

す。 

 次に進みます。 

 やはり同じようなことで、関連するんですが、次
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に、市が示す自治公民館の規約の公民館の名称につ

いて伺います。ひな形の中に○○自治公民館規約と

いうふうにあるんですよ。そして、条文の中にも１

条、２条、３条でしたかね、４条まで○○自治公民

館というふうに記してあるんですね。 

 これは、今言ったように「自治」は要らないと思

うんですよ。自治公民館規約とするならば、通常の

条例とか要綱とかの左上に様式第何号とかと紙に書

きますね。あそこに自治公民館規約というふうに入

れて、それで標題のところは○○公民館規約、条文

のところも○○公民館でいいと私は思うんですが、

その辺についてはどうですか、お答えください。 

○副市長（中屋謙治君） 自治公民館規約というこ

とで、例をまちづくり防災課のほうで示しておりま

す。この中に、自治公民館という名称を入れました

のは、先ほど御答弁したような趣旨でございます。

いわゆる社会教育法上の条例公民館と区別するとい

う、あくまでもこれは自治組織ですよという。先ほ

どこの名称につきましても、課長が答弁いたしまし

たように、それぞれの地域の歴史であったり伝統で

あったり、そういうことで名称については皆さん方

でお決めになることですという。そのひな形ですの

で、自治公民館のひな形ということで示しておりま

すので、このことについては御理解いただけるもの

と思っております。よろしくお願いいたします。 

○15番（福田清宏君） それがそうじゃないんです

よ。標題のところに○○自治公民館って書いてある

んですね。だからさっきちょっと触れましたけれど、

様式第何号とか○○要綱とか条例とか左上に書いて

ありますよね、一番上に。ここに自治公民館規約と

書いてあるのは、私はいとわないと思うんですよ。 

 だけど、その下の一番大事なところ、○○公民館

規約というところに○○自治公民館規約ってあるん

ですよ。そしてまた、条文の中にも○○自治公民館

というのが４か所出てくるんですね。これは改める

べきだと思うんです。これでないと、「自治」を入

れないと規約ができないものと勘違いしますよ。だ

から言いました副市長答弁の最初のくだりと矛盾す

るんですね、これ。 

 公民館の今までの規約とか伝統とか習慣、慣習と

か、そういうのでやってきた名前とそぐわないんで

すよ。だからこういう文中のほうもやっぱり○○公

民館規約で私はいいと思うんですよね。そのことに

ついて、お伺いしていますので再度お答えください。 

○副市長（中屋謙治君） 今回示しておりますのは

あくまでも例でございますので、名称は、先ほど申

し上げましたように、それぞれの自治組織の中で、

自治を入れたほうがいいとか、必要ないとか、ある

いはそれ以外の名称がいいとか、それぞれにあろう

かと思います。あくまでもひな形でございますので、

そういうふうに御理解いただければと思います。 

○15番（福田清宏君） かみ合わないんだけどね、

やっぱり自治公民館規約という名前を左上に書けば、

今の答弁のとおりでいいですよ。ひな形でいいんで

す。だけど、ひな形といえども、標題やら条文に○

○自治公民館というふうに書いてあれば、それはそ

ういうふうにしなくてはいけないと思いますよ、ど

んなに理由をつけて説明されても。だからあっさり

と、左上側の条文とか要綱とかいろいろ様式とか書

くあの位置に自治公民館規約と書いて、それで標題

以下は○○公民館規約、○○公民館というふうにす

べきじゃないんですかね。というのも、143自治公

民館の中で、自治公民館とうたっているところは22、

23しかないということでしょう。そういう流れなん

ですよ。 

 私もですけれども、市長もあちこち地区に行った

り、公民館に行って挨拶をされる中で、何々自治公

民館という表現は一切ないはずでしょう、今まで。

だから、認知されていないんですよ、自治公民館と

いう名称は。地縁であったり、汐見町の例であった

りする以外はね。そういう中でどうしてもひな形に

自治をつけないといけないという話はおおよそ違う

でしょう。 

 それから、条例公民館と自治公民館の違いという

のは、当局が判断するための問題でしょう。各公民

館においては必要ないですよ、そういうのは。自分

たちの公民館の規約をどうするかという、そういう

話ですから。そこがちょっとずれるんですよ、見解

が。 

 だけど、このためにいろいろな問題が起こってい
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るんです、公民館においては。規約の中には「自治」

はないけれども、自治公民館と書かなくてはいけな

いということで書きましたというのがいっぱい出て

きていますよ。新たに規約をつくるというところも、

周りの公民館とは違うけれども、ひな形に「自治」

が入っているから自治を書かないと都合が悪いんだ

ろうという。違うでしょう、それは。そんな迷わす

ようなことをさせたらいけないんです。素直に事柄

は現状に照らし合わせながら運ぶべきだろうと。 

 だから、これはひな形だから大切なんですよ。ひ

な形だから大切なんです。どこに頼りますか、ひな

型に頼るんですよ。条例だってそうでしょう。模範

例規集に頼りますがね。そういうことで、大切な規

約のひな形なんだから、そういうふうにやっぱり変

えていくべきが筋だというふうに思うんですが、い

かがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 市政運営の根幹をなすもの

は公民館活動であります。その公民館活動の中で、

今いろんな補助金の申請等で公民館の皆様方が迷わ

れるといいますか、違和感をお持ちということがあ

れば、これはいけないことでありますので、今、市

政を運営していく要である公民館は、文字どおりそ

れぞれの地域の皆さん方が独自の歴史で、伝統や特

性を考えながら公民館名称を決めておられます。そ

の公民館の皆様方がやっぱり、何といいますかね、

気持ちよくといいますかね、よどみなく公民館活動

をしていく上で大切なことでありますので、今いろ

いろ御提言いただきましたので、精査して改めると

ころは改めてまいりたいと思います。 

○15番（福田清宏君） 市長答弁のとおり、ぜひひ

とつお願いをしたいと思います。やっぱり混乱を起

こしちゃいけません。自治公民館に、それぞれの公

民館の活動に混乱を起こしてはいけませんので、ど

うかひとつそういうことで前向きに御検討いただき

ますように申し上げまして、私の質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、濵田 尚議員の発

言を許します。 

   ［８番濵田 尚君登壇］ 

○８番（濵田 尚君） おはようございます。 

 通告に従い、沖ノ浜松林の整備について質問いた

します。 

 沖ノ浜につきましては、平成21年６月議会におい

て一般質問をいたしております。そのときも、何と

か市民の憩いの場として活用できないか、また、美

しい松林の環境整備はできないかと訴えてまいりま

した。そのときの答弁では、松林の保全と景観を図

り市民が気軽に散策できるように、保安林としての

機能を維持しながら、鹿児島森林管理署と協議して

広場等の環境整備についても取り組んでまいりたい

とありました。 

 しかしながら、翌年、平成22年に植樹祭が沖ノ浜

にて開催されてからは手つかずの状態で、松林を気

軽に散策とは程遠い状態だと感じます。地域のシン

ボルとしての沖ノ浜松林の活用と整備に何とか着手

していただきたいとの思いから、本日も質問をいた

します。 

 １、「遊々の森」青松の森として、7.17ヘクター

ルの松林を平成17年３月に鹿児島森林管理署と協定

を締結しました。鹿児島森林管理者第１号だそうで

あります。市民の憩いの場として、また、自然体験

活動などを行うこととして設定しました。その後の

取組状況や、森林の管理の状況について伺い、壇上

からの質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 濵田 尚議員の御質問にお

答えいたします。 

 沖ノ浜の松林は周辺地域を、風害、潮害、飛砂の

害から守るための保安林であるとともに、昔から白

砂青松の地として市民から親しまれてきたところで

あります。濵田議員が縷々お述べになったとおりで

あります。 

 平成17年３月に沖ノ浜国有林7.17ヘクタールを市

民の憩いの場として、体験活動等が実施できるよう、

青松の森として鹿児島森林管理署と協定を締結して

おります。 

 これまでの活用としましては、平成17年度に鹿児

島森林管理署と共同で主催した森林教室に川上緑の

少年団が参加し、樹木の名前と特徴を学び、看板設

置や鳥の巣箱作りなどが行われました。また、平成

21年度には植樹祭を実施し、抵抗性松の植樹も行っ
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ております。 

 松林の管理につきましては、過去には地域の住民

の方々が皆さんの協力の下で下刈り作業も行われて

おりましたが、近年では、ウオーキング大会の開催

前にコース周辺の草払い等を行っており、それ以外

では通行に支障となる木の伐採などを行っている状

況であります。 

○８番（濵田 尚君） 今、市長から答弁がござい

ましたように、川上緑の少年団の児童たちが看板設

置や巣箱を作りました。そのとき、非常にいい松林

になっていくんだろうなとものすごく期待をしたと

ころでございます。やはりこの松林に、人が集う、

子どもたちが集うというのは理想的な形であります

ので、やはりこういう森林の中での自然学習活動と

いうのを、小学校、中学校でもぜひ検討していただ

きたいと思います。 

 保安林でありながら、そして、自然公園という位

置づけでもありますので、そういったところで体験

学習ができるようなことを続けてやっていただきた

いと思います。先ほども言いましたように、鹿児島

森林管理署と第１号の協定締結ということでござい

ますので、そこを我々はしっかりと進めていくこと

が大事であるのかなと思います。 

 またそして、森林の管理の状況でありますけれど

も、私もたまに行くんですけれども、なかなか管理

ができているとは思えない状況でもあります。例え

ば、松林の中に行きますと、ごみも散乱しています

し、そこに飛んできた椰子もそのまま大きくなって

いる状況でございますので、管理署のほうにも、自

然公園としての位置づけもありますので、管理をし

っかりとしていただくように要望を願いたいと思い

ます。 

 森林管理署の保安林、そして県立の自然公園とな

っているわけですけれども、森林管理署としての保

安林の行為の規制とか、例えば、今、吹上浜、金峰

山まで入ったそうですけれども、県立の自然公園と

しての規制があるわけですよね。そういったところ

の規制はどのように御理解しているのか、お伺いい

たします。 

○農政課長（富永孝志君） 沖ノ浜の松林ですけれ

ども、青松の森はまずは国有林でございます。そし

て、県が指定する保安林でもあります。また、吹上

浜金峰山県立自然公園でもございます。 

 そういうことでありますので、まず、国有林につ

いてでございますが、ここの管理は鹿児島森林管理

署になっておりまして、規制といたしましては、原

則無断で入ることができない。また、伐採・除草等

については、保安林機能維持の観点から、雑木や草

木であっても個別に状況を確認してから判断される

という形になります。 

 ただし、青松の森についての協定を結んでおりま

すので、毎年度、活動計画を提出することで、活動

ができるような形で、これにつきましてもやはり、

入林者数とか活動内容や期間等について事前に連絡

をすることとなっております。 

 また、保安林につきましては、県の地域振興局の

林務水産課による管理になります。保安林内の択伐

に関しまして、伐採を行う場合は森林材積の30％を

超えることができないとか、また、伐採を行う場合

は30日前までに伐採の許可等を提出しなければなり

ません。 

 それと併せまして、県立自然公園でございます。

吹上浜金峰山県立自然公園の第２種特別地域に分類

されておりまして、管轄につきましては鹿児島県の

環境林務部自然保護課になります。農林業活動や住

民の日常生活に必要な施設等の設置は認められてお

りますけれども、行為によっていろいろ許可をとら

なければなりません。許可が必要なものの例といた

しまして、工作物の新築、改築、増築、木竹の伐採、

また、鉱物とか土石の採取、広告物の設置などでご

ざいます。 

 このように、沖ノ浜の松林、青松の森は、森林法

や自然公園法で厳しく制限されております。このよ

うな制限は、何をするに当たりましても、森林管理

署と、あと県のほうとの協議が必要になってまいる

という状況でございます。 

○８番（濵田 尚君） 非常に規制が多いというこ

とで、自由にいろいろ市として取り組めるかといえ

ば難しいところでもありますけれども、現実として

海水浴場もあったわけですね。その中で監視棟があ
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ったりトイレがあったりして、その状況はそのまま

でございます。 

 地域の人たちが沖ノ浜で何かしたいよねというこ

とで、前も広場等ができたらいいなということで一

般質問をしましたけれども、なかなか前に進まない

状況であります。 

 そういった中で現在に至っているわけです。２番

目の質問に移りますけれども、吹上浜フィールドホ

テルが開業しましたね。たくさんの来場者でにぎわ

っております。そして、フィールドホテルのグラン

キャンプというんですかね、キャンプの需要や自然

体験やレジャーなどが多様化してきて、やはり、フ

ィールドホテルと沖ノ浜のリンクは、最小限必要か

なというような思いもあります。 

 そういったところで、本当に森林や松林を整備し

て人が集う空間をしっかり創出しなければならない

と思いますけれども、その件についてはどのような

所感をお持ちでしょうか。 

○農政課長（富永孝志君） 確かに青松の森のそば

に吹上浜フィールドホテルという、あそこではグラ

ンピングといいまして、キャンプ等を簡単に味わえ

るような施設になっております。この方々が、夕方

とか朝などに、この青松の森を散策していただける

ようであればいいなというふうに考えておりますの

で、また、フィールドホテルとも話をしながら、方

向性について考えていきたいと考えております。 

○８番（濵田 尚君） フィールドホテルとの連携

というのは、本当に大事であります。観光交流課で

もこのフィールドホテルの来場者が多いというのは

把握されていると思いますけれども、観光交流課と

して、フィールドホテルの人の動きとか、そういっ

たのはどのように捉えていらっしゃいますか。 

○観光交流課長（長﨑 崇君） 吹上浜フィールド

ホテルの件についてお答えいたします。 

 吹上浜フィールドホテルは、全体完成に向け、現

在、ホテル棟の整備が進められているところであり

ます。９月18日にはトレーラーハウスと大型テント

を利用したグランピングエリアがオープンいたしま

した。利用者がそれぞれ個別の施設を利用し、利用

者同士の接触が避けられることから、コロナ禍であ

っても多くの皆さんに利用されており、テレビや新

聞などにも度々取り上げられ話題の施設となってお

ります。 

 オープンから11月30日までの利用者数は、大人が

2,478人、子どもが607人、合わせて3,085人とのこ

とであります。既に年末年始の予約は満室となって

いるという状況を聞いているところであり、今後も

ますます多くの方に御利用いただけるんじゃないか

というふうに考えております。 

○８番（濵田 尚君） 私も近所に住んでいますけ

れども、たくさんの人、車が県外ナンバー含めて来

場されています。そして、フィールドホテルを大里

川の対岸から見ますと、日曜日の朝になりますと、

家族連れが大里川の水面で遊んでるわけですね。本

当にいい形になったよなと。本当、平成11年にリバ

ーフロント計画であそこを埋め立てて、そういった

計画をしましたけれども、リバーフロント計画のあ

のパース図が自分の中によみがえってくるようでし

た。 

 そういう中で、泊まられた方の中には、やっぱり

「海がきれいですね、夕日がきれいですね」という

ことで、「海岸はどうなってるんですか」とやっぱ

り聞かれるそうですね。そういった海岸に関心もあ

るというのは、本当、現場の人も言っておられまし

た。 

 そして今回、国道工事事務所跡地を数年前に民間

事業者の方が所有されておりましたけれども、最近、

フィールドホテルの運営会社のコロンさんが全部を

購入されたそうであります。全部を購入されて、今

後は、やはり吹上浜の海岸や松林を活用したレジャ

ーを含めて可能性を模索していきたいというような

ことをお伺いしております。 

 市民の憩いの場所というのもあるんですけれども、

やはりそういう動きが民間にありますので、このこ

とに関してはどのように捉えていましたか。 

○観光交流課長（長﨑 崇君） 吹上浜フィールド

ホテルの観光施設についてですけれども、やはり、

いちき串木野市の観光の核となる施設であると考え

ておりますので、また、ホテル、コロンさんのほう

とも情報を密にしながら、取り組んでまいりたいと
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いうふうに考えております。 

○８番（濵田 尚君） 情報を密に取って連携して

いただきたいと思います。農政課も観光交流課のほ

うも、それはお互い連携していっていただきたいと

思いますけれども、先ほど言いました展望所とトイ

レがやはりネックになるといいますか、人が気軽に

散策できない一つは、やはり老朽化した展望所とト

イレだと思います。公共施設の管理の方針では廃止

ということでありますけれども、やはり、いち早く

撤去するべきだと思いますが、どのようなお考えで

しょうか。 

○観光交流課長（長﨑 崇君） 議員、御説の沖ノ

浜の国有林内にあるトイレと展望所の件でございま

すけれども、こちらのほうも公共施設の在り方の検

討の中で廃止の方針が出ております。実際、展望場

にしましても鉄筋がむき出しになっていたりとか、

非常に老朽化している状況がございますので、撤去

に向けて検討を進めてまいりたいというふうに考え

ております。 

○８番（濵田 尚君） 検討ということですけれど

も、これはいち早く取り組むべき問題だと思います。

やはり、民間の動きもですし、フィールドホテルの

来場者にとっても、そして地域の人にとっても、今

の老朽化したトイレと展望所は早く撤去して広々と

したスペースを創出する。 

 そういった中で、またいいアイデアが、地域の人

や事業者からも出るかもしれません。そういった土

壌をやはり早い時点でつくっておくべきだと思いま

す。 

 市長、これはいい話ですので、どうにか早く着手

できないものでしょうか。市長の所感をお伺いしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 旧吹上浜荘は、市来地域の

皆さんにとって、また、合併してからはいちき串木

野市にとって、東シナ海をはるかに拝むすばらしい

夕日の景観や松林というのは、地域の大きな、本市

の大きな財産であります。そういうことで、指定管

理者に出すに当たってどのような方向でするのかと、

長い間、議会の皆さん方と議論を重ねながら、今の

形でコロンさんに受けていただきまして、吹上浜フ

ィールドホテルという形で開業しております。 

 ９月10日に私も副市長と一緒に泊まらせていただ

きました。９月18日に一部トレーラーハウスと大型

テントを利用した形でオープンをしました。その後、

今、説明いたしましたとおり、３か月足らずで

3,000人を超える人に利用していただいて、しかも

年末年始もみんな不況なのに満室だという話で、こ

れは本当によかったなと思っています。 

 本市として、市来地域の大きなシンボルとして、

地域が持つ東シナ海をおがむ雄大な海、紺碧の海、

そしてまた美しい夕陽、そしてまた緑したたる松林

と大きな財産でありますので、おそらくホテルのグ

ランピングにお泊まりになった方々は、やっぱり今、

濵田議員が話しておられるように、松林も含んで施

設がつくられたんじゃないかなと。あそこを散歩し

てみたい、散策してみたい。あるいはまた、あの中

でバレーボールでもやってみたいとか、バトミント

ンでもやってみたいとか、そこまで見込んでフィー

ルドホテルというのは計画をされているんじゃない

かなというふうに多分思われると思います。海がき

れいだとかさっき言われました。多分そうだと思い

ます。 

 気軽にぶらっと散歩に行くという、本当にみんな

のその心情は普通だと思います。ただ、この沖ノ浜

の松林は本来、周辺の地域を守るため、風害とか潮

害、それから砂の飛沫を防ぐという住民を守るため

の保安林でありますよね。そして、先ほどから課長

が答弁しておりますように、国有林であって、それ

から県立自然公園であって、また保安林であってと

幾つもの網をかぶっております。 

 例えば国有林について申し上げますと、まず最初

に、原則、無断で立ち入ることはできない。伐採、

除草については保安林機能維持の観点から、雑木や

草木であっても個別に状況を確認してから判断され

る。県立自然公園にあっては、行為の種類によって

は許可をとらなければならない。工作物の新築とか

改築とか増築、それから木竹の伐採、それから鉱物、

土石の採取も駄目、広告物の設置も許可を取らなき

ゃいけないということで、保安林としては30％云々

というのもありますが、そういう網がたくさんかぶ
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っております。 

 ただ、さっき縷々申し上げましたとおり、フィー

ルドホテルに来られる皆さん方は、松林も含んだフ

ィールドホテルだと思われると思います。ただ、そ

の中で、今言いましたとおり、厳しい規制がたくさ

んかけられておりますので、そんな中で、どういう

形で訪れる方々に応えられるか。あるいは、フィー

ルドホテルの経営をされる皆さん方にどんな形で応

えていけるのか。フィールドホテルの皆さん方の意

見、もちろん地域の皆さんの意見を聞きながら、た

くさんの網がかけられておりますけれども、可能な

限りどんな形で活用できるのか、協議をしてまいり

たいと思っております。 

○８番（濵田 尚君） 様々な規制の中で本当によ

かったというのは、青松の森について協定を結んで

いるということです。この協定を結んでいることで、

その協定の中には市民の憩いの場所として創出する、

そして、自然学習をするという。人が入って学習し

てくださいよと、巣箱も設置できたわけですよね。

そういった中で、こういった青松の森を活かしてい

く、それが大事だと思います。その中で、民間業者

とその自然体験を一緒にすればいいじゃないですか。

そして、私は栗野岳に、チェーンソーアートがもの

すごいなと思って見に行きました。たくさんの人が

いて、チェーンソーでアートをするんですけれども、

そういう迫力と芸術性というか、こんなのも森の中

でできたら面白いよな、そして、ネイチャーゲーム

も、あの中だったらいろいろ手法があると思います。 

 そういった中で、学校もですけれども、民間事業

者がそういったところと一緒に考えて自然体験をし

たり、また学校と民間と自治体と一緒にすれば、で

きないことはないと思います。いろんなことを考え

れば、青松の森を設定してよかったなと思いますの

で、ぜひ取り組んでもらいたいと思います。 

 以前、市来若者隊が、日の出橋にラブリッジとし

て灯りをともしてライトアップしたことがありまし

た。あのときは本当、この橋こんなにきれいだった

っけ、水面に映る光が本当にきれいだったなという

思いもあります。沖ノ浜にいろいろ人が入ることに

よって、また橋が、そして川や海が、人の集う場所

につながっていくと思います。 

 そういったことが地域活性化や環境美化に発展で

きると思いますので、積極的に事業者の皆さんと連

携して行っていただきたいと思います。強く申し上

げて、質問を終わりといたします。 

○議長（下迫田良信君） 次に、東 育代議員の発

言を許します。 

   ［10番東 育代君登壇］ 

○10番（東 育代君） 私は、先に通告いたしまし

た１件、６項目について市長と教育長に質問をいた

します。 

 人口減少時代を迎えました。少子化に伴う急速な

児童生徒数の減少と新型コロナウイルス感染予防へ

の対応など、課題山積のようでございます。特に教

育を取り巻く環境について大変憂いております。平

成27年の人口は２万9,280名、令和２年２万7,472名

と、６年間で1,810名の減です。人口減少の中でも

注目すべき点は、近隣の自治体と比較して出生率が

本市は極めて低いことです。 

 二つ目に、平成27年の公立小中学校の児童生徒数

は2,214名で、令和２年2,002名と、６年間で212名

減少していますが、不登校の児童生徒数は減少して

おりません。 

 三つ目に、急速に進む児童生徒数の減少により今

年度で冠岳小学校の廃校が決まりましたが、部活動

ができない中学校も出てきております。 

 多くの課題を抱えておりますが、私は未来を担う

子どもたちの成長を願うとともに、少子化だからこ

そ一人ひとりを大切に義務教育の９年間で１人もと

り残しがないよう、次のステップへ送り出すことが

市の責務だと思っております。 

 そこで、本市の教育を取り巻く環境について、現

状と課題を再度検証し、時代の流れを的確に捉え、

スピード感を持った取組が重要ではないかと思うの

ですが、市長の見解を求めます。以上で壇上からの

質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 東 育代議員の御質問にお

答えいたします。少子化対策は、お述べになられま

したとおり、市政の最大の課題の一つであります。



 
- 31 - 

早急に取り組むべき喫緊の課題と捉えております。 

 児童生徒数の推移につきましてもお述べになられ

ました。平成27年度が2,214人、本年度が2,002人で、

この５年間で212人、9.6％と１割近い減少となって

おります。また、住民基本台帳に基づきますと、５

年後の令和７年度の児童生徒数は1,774人と見込ま

れ、本年度と比較しますと、228人、11.4％の減少

が見込まれており、さらに少子化が進んでいく状況

が想定されております。 

 この状況に歯止めをかけるために、教育上では、

児童一人ひとりの学習を最適化し、それぞれの能力

や資質に合った指導を行うことが重要であると考え

ております。現在、特別支援教育対策としては、支

援員の配置。また、いじめ・不登校などの対策とし

ては教育支援センターを設置するとともに、スクー

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど

を配置しており、今後さらに総合教育会議でも対応

を検討してまいりたいと考えております。 

○10番（東 育代君） ただいま市長から取組につ

いてお聞きいたしました。項目別に順次質問をさせ

ていただきます。 

 まず、少子高齢化社会の中において、少子化問題

は市の発展や経済活動まで影響を及ぼしていく喫緊

の課題です。児童生徒数の減少についてどのような

取組がなされているかについてですが、ただいま市

長から答弁いただきました。 

 児童生徒数の減少は、子どもたちの教育環境への

影響だけでなく、本市の経済発展あるいは活動にも

本当に影響が出てくると危惧をしているところです。

児童生徒が減少する中での厳しい学校運営だけでな

く、コロナ禍におけるアフターコロナ対策も必要と

なってまいりました。新しい生活様式の中での学校

生活の在り方、経験したことのない取組も始まって、

子どもたちを取り巻く教育環境はますます厳しくな

ってきているように思っております。児童生徒数の

減少を受けて、各学校でどのような取組がなされて

いるのかお聞きいたします。 

○教育長（相良一洋君） 児童生徒の減少について、

特にその影響を大きく受ける小規模校では、テレビ

会議システムを活用した合同事業に取り組んでおり

ます。小規模校では、多様な考えが出にくく、学習

集団が固定しがちで友達から学ぶ機会が少ないなど

の課題があります。そこで、テレビ会議システムを

活用した授業で他の学校の児童と交流することを通

して、多様な考えに触れ自分の考えを深めたり、人

間関係が広がり、コミュニケーション力や社会性を

養うことができたりしています。 

 また、小中一貫教育においては、他校との交流活

動、合同授業、中学校教諭による乗り入れ授業など

体験的な学習活動も実施しております。今後、児童

生徒数の減少を受け、各学校において、さらに児童

生徒一人ひとりの実態に寄り添ったきめ細かな学習

指導や、生徒指導の充実が図れるように指導してま

いりたいと考えております。 

○10番（東 育代君） ただいま教育長に小規模校

の取組など答弁いただきました。また、きめ細かな

取組をやっているということで、御答弁をいただき

ました。 

 児童生徒の急増は現状では考えられないです。各

学校においても様々な取組をなさっておられること

は承知しております。義務教育期間の９年間は、社

会人として生活ができるように支援をしなければな

らないし、将来的には市の活性化にもつながると考

えております。子どもたちの人数が激減している今、

一人も取り残すことのないように市も一緒に取り組

むべきと思っているところでございます。 

 学校現場において、一人ひとりに寄り添った支援

体制ができているのか、本市の相談事業体制につい

てどうか、現状と課題があればお聞きします。 

○教育長（相良一洋君） 学校現場の支援体制及び

本市の相談体制であります。 

 学校現場では、全児童生徒を対象としたアンケー

ト調査や教育相談、職員会議や学年会、生徒指導部

会、不登校対策委員会などで情報交換等を実施して、

一人ひとりに寄り添った対応に努めております。 

 本市の相談体制としましては、スクールカウンセ

ラー３人、スクールソーシャルワーカー３人を雇用

し、面談を行ったり家庭訪問をして、家庭の課題に

応じて関係機関と連携を図ったりするなど、心理的、

社会的な側面からサポートを行っております。 
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 不登校または不登校傾向を示す児童生徒について

は、市教育支援センターを設置し、支援員２人が生

活習慣の改善や学習支援など学校復帰への取組を行

っております。 

○10番（東 育代君） 今、本市の相談事業体制に

も御答弁いただきました。アンケートもとっていら

っしゃるということです。各小学校を対象にした家

庭教育に関するアンケートを平成29年度に取られた

のがあるんですが、これではやはり、しつけ、親子

関係、不登校、この問題が上位でした。 

 大規模校と小規模校では先生方の子どもたちに対

する向き合い方は違うと思うんですが、大規模校で

は、子どもたちの変化に対応できるのか、支援体制

が十分なのか、気になるところです。いかがでしょ

うか。 

○教育長（相良一洋君） 大規模校については、い

ろんな人数が増えたり、ケース・バイ・ケースで、

また、臨時的にケース会議やら生徒指導部会、また、

不登校対策委員会等、回数を増やしながら対応を迫

られているところです。 

 また、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーも相談業務を怠ることなく、家庭または

教育支援センターに足を運びながら連携を深めて、

子どもたちの対応を日々、やはりしっかり把握して

おくことが大切だということで活動しております。 

○10番（東 育代君） 不登校について、あるいは

教育支援センターについては後ほどまたお聞きした

いと思います。 

 次の（２）に移りますが、学校現場で多くの経験

を積んでこられた教育長に、児童生徒の著しい減少

に直面している本市の教育行政の取組に対する思い

をお聞きしたいと思います。 

○教育長（相良一洋君） 今日、教育を取り巻く状

況は、急速な人口減少や少子高齢化、高度情報化の

進展と変化のスピードが加速度的に増えてきており

ます。こうした中で、教育分野においても学校にお

ける働き方改革や、ＩＣＴを活用した教育など大き

な改革が進められております。 

 ほかにも新型コロナウイルス感染症予防に向けた

取組に加え、学力・体力の向上、いじめや不登校と

いった問題への取組の推進など幅広い課題がありま

す。 

 本市は、1865年、薩摩藩英国留学生19名が、近代

日本の礎を築くために羽ばたいた黎明の地でもあり、

本市の子どもたちに先達の勇敢な思いを胸に、持続

可能な社会のつくり手としての力を身につけて、そ

れぞれが幸せな人生を歩んでいってもらいたいと考

えているところでございます。 

 その実現のために私自身が多くの声に耳を傾け、

子どもたち一人ひとりに寄り添った教育環境を整え

ながら、本市の発展を支える人材を育み、前例にと

らわれることなく実践してまいりたいと思います。 

 また、いちき串木野市の豊かな自然と教育的な伝

統・風土を生かして、学校、地域、企業等と連携を

図りながら、生きる力を備えた児童生徒及び生涯に

わたって学び続ける人材の育成に努めてまいりたい

と思います。 

 皆様の御協力と御支援を賜り頑張っていきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○10番（東 育代君） ただいま教育長に抱負を語

っていただきました。多くの声に耳を傾けてという

ことをお聞きいたしました。学校教育、社会教育と

大所高所から御指導いただき、教育長の強いリーダ

ーシップによって未来を担う子どもたちが輝いてく

れることを楽しみにしております。 

 次の質問に移ります。 

 児童生徒の減少と学校規模の関係については、平

成28年２月に定められた市小中学校の統廃合基準に

基づいて対応するとなっております。現状と課題に

ついて伺いますが、まず、いちき串木野市教育振興

基本計画の第２章に、本市教育を取り巻く環境があ

ります。その中に、児童生徒数の減少、学校規模に

ついても書いてございます。 

 １学校当たりの学級数は12学級以上18学級以下を

標準とすると学校教育法施行規則第41条にあります

が、本市の状況では12学級を下回る学校が小学校９

校中７校、中学校では全５校が下回っており、ほと

んどが小規模の学校となっているのが現状とありま

す。公立小中学校の統廃合は、平成28年２月に定め

た、いちき串木野市立小中学校の統廃合基準に基づ
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いて対応するとなっております。 

 また、市では現在、学校統廃合検討会議あるいは

学校等教育のあり方検討委員会を設置し、生徒数の

推移を見極めるとともに、中学校の部活動を含めた

教育環境を考慮し、統廃合も視野に入れた学校のあ

り方について検討をしていくこととしておりますと

ありますが、私は個人的には小学校は地域とともに

あるべきと思っております。 

 一方、小学校１年生から６年生の児童生徒の推移

を見たときに、中学校の統廃合は早目に対応が求め

られるのではないかと思っております。学校統廃合

検討会議、あるいは学校と教育のあり方検討委員会

で、中学校の統廃合についてどのような協議がなさ

れているのでしょうか、現状を伺います。 

○教育長（相良一洋君） 本市の児童生徒について

は、平成22年度は2,386人、本年度は2,002人で、こ

こ10年間で384人、16.1％の減少となっております。 

 小中学校の統廃合については、統廃合基準に基づ

き対応することとしておりますが、このように急速

に進む児童生徒の現状を見ますと、どのような教育

環境が望ましいのか検討する時期に来ていると考え

ております。 

 特に中学校においては、小規模校では教員の適正

配置が難しく、受験体制に大きな影響を及ぼすこと

が想定されます。また、教員が少ないために設置で

きる部活動が限られ、生徒が希望する部活動ができ

ずに活動が制限されることも想定され、十分な教育

環境を整えられない状況になっていると考えられま

す。 

 現在、市では学校統廃合検討会議を設置し、これ

まで冠岳小学校の閉校、旭幼稚園の閉園について協

議してまいりましたが、今後、中学校のあり方につ

いても教育環境等を考慮し、地域の意見も踏まえな

がら検討を進めていくこととしております。 

○10番（東 育代君） 御答弁いただきました。冠

岳小学校は今年度ということでございますが、やは

り中学校のほうを本当に、この検討会議あるいは検

討委員会で協議されるとなっているんですが、スピ

ード感を持って取り組んでほしいなと。 

 先ほども教育長のほうから受験のこと、あるいは

部活動の制限、様々な課題が出てきております。保

護者の声、子どもたちの声、それぞれあるとは思い

ますが、何が子どもたちにとって一番いいのか早急

に考えて取り組んでいただきたいと思っているとこ

ろです。 

 もう一つ聞きますが、今進められております事業

の一つに、小中一貫教育のモデル校の取組がござい

ます。串木野西中学校と旭小学校、荒川小学校では

令和元年度から令和２年度、それから、羽島中学校

と羽島小学校、あるいは生冠中学校と冠岳小学校、

生福小学校については、令和２年から令和３年と取

組が今継続しているところですが、その成果と課題

についてはどのようでしょうか、伺います。 

○教育長（相良一洋君） 本市では平成27年度から

平成29年度までの３年間、文部科学省の研究指定を

受け、小中一貫教育の研究実践を推進してまいりま

した。また、平成30年度以降も市の事業として継続

して取り組んできております。 

 小中一貫教育では、児童生徒の実態を把握し、課

題解決に向けた意見交換等を通しながら、合同研修

会、また２分前着席や自分から挨拶などの小中一貫

共通実践事項を決めた実践、小学校の授業を中学校

の教員が行う乗り入れ授業や小中合同交流事業、合

同学校行事の取組などを充実させてきております。 

 なお、毎年市内の小学校６年生と中学校１年生の

全児童生徒とその保護者、教員を対象に小中一貫教

育に関するアンケートを実施し、小中一貫教育の成

果や課題を把握し、今後の取組に生かしてきており

ます。 

 その結果から、多くの児童が中学校教諭による授

業が中学校生活を知る参考になっている、中学校生

活に期待を持って入学し、楽しく学校生活を送って

いると答えています。 

 また、小中一貫教育に対する保護者の期待は大き

く、その必要性を感じている保護者も年々多くなっ

てきています。なお、小中の連続性を持った教育の

必要性をほとんどの教職員が感じてきており、９年

間を見通した系統的、継続した学習指導を意識した

取組が増えてきております。 

 今後９年間で育てていきたい目指す子ども像を学
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校運営協議会と共有し、さらに小中一貫教育の取組

が充実されるよう働きかけてまいりたいと考えます。 

○10番（東 育代君） ただいま御答弁いただきま

した。その中に、やはり９年間を見通してというこ

とでのメリットというようなことで、デメリットは

ちょっとお聞きできなかったところです。９年間を

見通してということで、ちょっともう少し触れます

が、義務教育学校の設置が周辺の自治体では進んで

おります。薩摩川内市であったり、あるいは日置市

でも来年度に取組があるわけですが、急速に減少す

る児童生徒の好ましい教育環境を提供することを第

一としての取組であろうと思いますが、義務教育学

校について本市の見解をお聞きします。 

○教育長（相良一洋君） 義務教育学校についてで

あります。義務教育学校とは、小学校課程から中学

校課程までの９年間の義務教育を一貫して行う学校

です。一方で、既にある小中学校を組み合わせて一

貫教育を行う学校を小中一貫型小学校・中学校と呼

びます。 

 義務教育学校では、学年の区切りを従来の６・３

制から、５・４制や４・３・２制などを設定し、９

年間を通して一貫したカリキュラムを編成できるこ

とで、中学校進学時に不登校や学習不適応等が増え

てしまう中１ギャップを解消できるというメリット

が挙げられます。 

 また、義務教育学校では、小学校と中学校の両免

許を持つことが原則となっていますので、小学生の

うちから、中学校の教員免許を持った教員から専門

的な教科指導を受けられるという大きなメリットも

あります。 

 ただし、デメリットとして、子どもたちは９年間

同じ環境に身を置くことになります。人間関係が固

定化してしまう傾向にあります。また、９年間同じ

児童生徒同士で生活することによって、高校への進

学の際など、新しい人間関係を築くことに対するス

トレス耐性が下がってしまうということなども、デ

メリットとして挙げられる要因でございます。 

 今後、少子化に伴う学校の小規模の進展が予想さ

れる中、魅力ある学校づくりを進める上で、小学校

と中学校を統合して、義務教育学校を設置すること

は一つの方策であると考えられますが、その場合、

地域住民や保護者とビジョンを共有しながら、理解

と協力を得ながら進めていくことが重要であると捉

えております。 

○10番（東 育代君） 地域住民、あるいは保護者

とという答弁もございましたが、東郷学園を視察し

ました、議会（総務文教委員会）で。そのときに、

中１ギャップあるいは不登校、ここら辺が本当に解

消されたという、とてもいい研修を受けて帰ってき

たところでございます。 

 先ほどデメリットのほうもお話がありました。総

合的に考えていろんなことを多面的な方向から検討

されると思うんですが、国のほうが義務教育学校と

いうことも打ち出しておりますので、近い将来には

そちらに移行するのかなという思いがしております。 

 いちき串木野市教育振興基本計画の第３章に10年

後を見据えた教育の姿というのがあります。また、

第４章では今後５年間の取組施策が記してあります

が、やはり中心となり軸となるのは子どもたちであ

って、教育環境を守ることであるように思っており

ます。児童生徒に好ましい教育環境を提供すること

を第一として、保護者の願いや地域の実情に応じて、

住民の理解と協力を得ながら検討を進めていただき

たいと思っているところです。 

 次の４番目に移ります。まちづくり協議会中心に

地域づくりが進められている中で、通学区域が二つ

の学校に分かれている地域がございます。串木野中

学校区と串木野西中学校区、ここについては串木野

中学校区のほうに曙町、御倉町、美住町が入ってお

ります。串木野西中学校区のほうと今後整理をして

いくべきかなという思いがしております。今、本市

では、まちづくり協議会を中心としたコミュニティ

活動が進められております。 

 本浦地区の御倉町と美住町、あるいは中央地区の

曙町、ここでは串木野中学校と串木野西中学校に通

学区域が変則的になっております。地域行事や学校

行事によって子どもたちへの負担や地域活動への影

響があるとお聞きしております。通学区域の見直し

は考えられないのか、伺います。 

○教育長（相良一洋君） ただいま東議員からあっ
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たように、通学区域について地区を基準に考えます

と、中学校において中央地区と本浦地区のほとんど

は串木野西中学校の通学区域になっておりますが、

一部公民館が串木野中学校の通学区になっている状

況にあります。 

 昭和47年の串木野西中学校開校以来、現在の学校

区が50年近く続いてきておりますが、現在のところ、

保護者等から通学区の見直しについて要望は受けて

いないと伺っているところであります。 

 また、通学区域を見直しますと、転校しなければ

ならない生徒が出てくることも想定されることから、

保護者や生徒との十分な協議が必要であると考えて

おります。当分の間は現行の通学区域で運行したい

と考えているところでございます。今後、中学校の

統廃合について検討を進める中で併せて通学区の見

直しについても考慮してまいりたいと考えていると

ころです。 

○10番（東 育代君） 串木野西中学校開校のとき

に、こういう学校区割りがきちっとできたわけです。

そのときには、生徒数を同じような感じでというこ

とであったと思うんですけれど、現状、本当に串木

野西中学校のほうも１クラスぐらいになってきてお

ります。 

 全体的に子どもたちの数は減ってきているんです

けれど、今のコミュニティ活動はまちづくり協議会

を中心としております。この中でやはりいろいろな

活動への影響があるというふうにお聞きしておりま

す。 

 今のところ要望はないということですが、私たち

のほうにやはり、子どもたちにも無理がいっている

と、そして、行事をつくるときに、学校の行事との

調整をしなければいけないということも聞いており

ますので、すぐにはできないと思いますが、中学校

の統廃合の時期が来たらここのところもきちっと整

理をしていただきたいなと思っているところでござ

います。 

○議長（下迫田良信君） 質問の途中ですが、ここ

でしばらく休憩をいたします。再開は午後１時15分

といたします。 

             休憩 午前11時55分 

             ───────── 

             再開 午後１時15分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 引き続き、東 育代議員、質問を行ってください。 

○10番（東 育代君） 引き続き、質問を続けたい

と思います。 

 ５番目、（５）です。県内で公立小中高生の不登

校は過去最多となっている。本市における不登校や

不登校傾向の児童生徒への支援と対策について伺っ

てまいります。 

 このことについては９月議会でもお聞きした経緯

がございます。改めてお伺いいたしますが、平成30

年度、児童生徒の問題行動と生徒指導上の諸問題に

関する調査（文科省）によると、本市における不登

校児童生徒の割合は全国や県よりも高くなっている

ことが教育振興基本計画の中に書いてございます。

支援体制や関係機関との連携などきめ細かな取組が

明記されておりますが、学校現場での支援体制は十

分なのでしょうか。 

 不登校と不登校傾向の児童生徒の現状について伺

います。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 不登校児童生徒、

また、不登校傾向の児童生徒の現状と課題について

でございます。 

 まず、令和２年10月末現在における小中学校の欠

席日数年間30日以上の不登校児童生徒数及び欠席日

数は30日に満たないものの不登校傾向の見られる児

童生徒数についてお答えします。 

 小学校の不登校児童数は７人、中学校の不登校生

徒数は23人で合計30人となっております。小学校の

不登校傾向児童数は５人、中学校の不登校傾向生徒

数は４人で合計９人となっております。 

 次に課題についてであります。 

 不登校傾向の児童生徒は、学業不振、友人関係の

トラブル、身体の不調などの理由で月に二、三回の

単発の欠席がございます。学校は、初期対応マニュ

アルに沿って、１日目の電話連絡、２日目の家庭訪

問対応など支援チームで対応に当たることで、当該

月内では長期欠席には至らないケースが多い状況で
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ございます。 

 しかしながら、この月に二、三回の単発の欠席が

累積していくことで年間30日を超えるというケース

が多く、結果として不登校児童生徒数がなかなか減

少しないという現状がございます。 

○10番（東 育代君） ただいま担当課のほうから

御答弁いただきました。 

 令和２年度現在ということでお答えいただいたん

ですが、令和２年度では30名という数字が出ており

ますよね。まだ令和２年度は途中ですので、これが

増えることが予想されます。 

 前回お聞きしたところでは、平成30年度は40名、

令和元年度は35名という数字を聞いております。こ

の状況を見ますとやはり今年度もその数字に近づい

ていくのかなと、減ってはいかないのかなというの

を大変危惧しております。支援チーム等々で対応さ

れているということですが、本当に課題は様々ある

と。その中でも学業や友人関係ということが出てき

ました。これについては後で触れたいと思います。 

 不登校の児童生徒の不安や悩みに適切に対応でき

るよう相談体制の充実を図るとともに、学校への復

帰や社会的自立に向けて、家庭での過ごし方も含め、

一人ひとりの状況に応じた個別指導計画を基にスク

ールカウンセラー、あるいはスクールソーシャルワ

ーカーなどを活用しながら、家庭や地域、家庭教育

支援センターなどの関係機関と連携し、継続的に対

応するとありますが、現状はいかがでしょうか。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 不登校児童生徒の

相談体制と関係機関との連携した対応ということで

ございました。 

 まず、市の福祉課、民生委員、鹿児島中央児童相

談所などを交えたケース会議、それから鹿児島大学

教授を招いての学校サポートプロジェクト会議等に

おいて、それぞれの専門性を生かした支援に努めて

いるところでございます。 

 特にケース会議においては、この状況において実

施回数を増やし、より緻密な情報交換に努め、保護

者の悩みやニーズに応じて誰がどのような対応をし

ていけばよいのかといったことを検討して、当該児

童生徒や保護者につないでいけるようにしていると

ころです。 

 その上でスクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーだけではなく、市の福祉課、民生委員、

鹿児島中央児童相談所等の関係者が不安を抱える不

登校児童生徒や保護者の状況を理解し、共感的な立

場で対応できるように努めているところでございま

す。 

 さらに、今年度からは学校教育課の指導主事、市

教育支援センター職員、それから鹿児島大学教授が

市教育支援センターに通う全保護者を対象に年３回

の教育相談を新たに設けております。 

 今後も関係機関と連携を図り、不登校児童生徒一

人ひとりに寄り添った対応ができるように努めてま

いります。 

○10番（東 育代君） ただいま御答弁いただきま

した。 

 専門性を生かした支援チームをつくってというこ

とでございましたが、様々な取組がある中でも不登

校の児童生徒が減少しないのはなぜでしょうか。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 不登校の児童生徒

がなかなか減少しない理由ということでお答えしま

す。 

 不登校の要因というのは様々なものがございます。

漠然とした不安、学業不振、友人関係をめぐる問題、

家庭環境の急激な変化など多岐にわたっているため

に、不登校への対応がなかなか難しく、不登校解消

につながりにくいといった現状があります。そのた

め、先ほども申し上げましたが、学校だけでなく、

本市の福祉課や鹿児島中央児童相談所などの関係機

関も交えた支援体制の充実を図っているところでご

ざいます。 

 特にこれまでの未然防止や早期対応についての各

学校の取組に関して、どこに課題があったのか、改

善していくためにはどんな視点が必要なのかといっ

たことについて、スクールソーシャルワーカーやス

クールカウンセラーなどの関係機関を交えた研修や

市内全小中学校に設置されている不登校対策委員会

等の取組を充実させ、これまでの支援体制の課題に

ついて改善を図っているところでございます。 

○10番（東 育代君） 支援体制の充実を図るとい
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うことで取り組まれてはいるんですが、なかなか減

らない。やはりもう少し絞った形で課題を洗い出さ

なければいけないのかなと思っているところです。 

 もう少し触れますが、発達障害者支援法が平成17

年に制定されました。文科省の全国調査では知的な

発達にはとられない、学習面や行動面で知的発達に

は遅れはないけれど、学習面や行動面で著しい困難

を示す児童生徒の割合が6.3％とあります。鹿児島

県の子どもたちの数約16万人で推計すると１万人ぐ

らいかなという数字が出ております。本市では先ほ

どから2,002名ぐらいという話がありますが、それ

から見ると本市でも120人ぐらいの児童生徒が該当

するのかなと認識をしております。 

 不登校や不登校傾向の子どもたちの中には学習の

遅れや友達や先生方との意思疎通がスムーズにいか

なくなってつまづき、居場所がなくなることも容易

にあるように思っておりますし、お聞きしておりま

すが、支援体制は十分か、現状について伺います。 

○教育長（相良一洋君） ただいまの御質問ですけ

れども、不登校の児童生徒が減少しない理由と学校

現場での支援体制について申し上げます。 

 不登校の要因は、漠然とした不安、学業不振、友

人関係を巡る問題、家庭環境の急激な変化など多岐

にわたるため不登校への対応が難しく、不登校解消

につながりにくい現状があります。そのため、学校

だけで解決できないケースも多く、本市の福祉課や

鹿児島中央児童相談所などの関係機関も交えた支援

体制の充実を図っているところです。 

 特にこれまでの未然防止や早期対応についての各

学校の取組に関して、どこに課題があったのか、改

善していくためにはどんな視点が必要なのかを、ス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー

などの関係機関を交えた研修や市内全小中学校に設

置されている不登校対策委員会等の取組を充実させ、

これまでの指導体制の課題について改善を図ってい

るところでございます。 

○10番（東 育代君） ただいま教育長からも答弁

がありました。 

 要因は多岐にわたっているということでなかなか

絞れないということではございますけれども、やは

り保健室登校、あるいは図書室登校、あるいは校長

室登校という子どもたちもいますよね。そこら辺に

対して、支援体制はどのようになっているんでしょ

うか、お聞きします。 

○教育長（相良一洋君） 子どもたちの不登校の理

由となりますと多岐にわたっているわけですよね。

保健室でいつも対応できる子どもたち、または学級

に入れない子どもたち、時には誰もいないというよ

うなことが生じると、校長としても参画しないとい

けない場が出てきます。それがチャンスだと思って、

私は現場でやってきました。名前を知り、子どもを

知り、そして、寄り添った行動ができるわけですよ

ね。そして、子どもを知ることが常に管理職として

求められる、そういう実態がございました。 

 ですので、何かあったらすぐ連絡をください、私

が空いてる時間には対応しますよと。やはりそうい

う学校の支援体制で、管理職まで含めた広い中で子

どもたちを預かる、そして世話をしてあげる、見届

けをしてあげるというようなことをやはり築いてい

かなければならないし、これが負担を軽くする。チ

ームとして、学校として、子どもたち一人ひとりを

大事に育てていくということじゃないかなと考えて

おります。 

○10番（東 育代君） 学校現場に長くいらして、

そこら辺のところをお聞きできたところですが、や

はり大規模校の場合には管理職を含めてと言っても、

支援体制がなかなか厳しいと思うんですね。支援員

を増やすとか、それに向かってやはり手厚い体制を

整えるべきではないかという思いがしているところ

ですが、再度お聞きします。 

○教育長（相良一洋君） そこについては学校の実

情が様々あるかと思います。要は、就学指導委員会

や生徒指導委員会も含めながら、そして、関係機関

や大学の教授も含めながら、どこまで手を差し伸べ

ていけばいいのかなと。時にはやはり相談業務、教

育相談等も保護者と行いながら、そして、バックア

ップしていく体制づくりをするというようなことが

必要かと思います。 

 なかなか、子どもたちが多い中では、支援をした

いんだけれども、人数が足りない場合もあります。
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しかし、融通をすると、それがうまく軌道に乗る場

合もありますので、そこはまた学校の実情を踏まえ

ながら、支援体制は考えていくべきだろうなと思い

ます。 

○10番（東 育代君） 御答弁いただきましたけれ

ども、私たちのところにもやはり支援員が足りない、

手が足りないという声は届いておりますので、そこ

ら辺ももう少し現場の声を再度、確認をしていただ

きたいと思います。 

 もう一つに、市の教育支援センターというのがあ

りますよね。次の６番目に入りますが、不登校の児

童生徒に学校生活の復帰を応援する市教育支援セン

ターは重要な役割を担っている、不登校の児童生徒

に対して１か所の教育支援センターでは対応できな

いのではないかと思っての質問です。 

 これまでも市教育支援センターについての質問を

行ってきました。９月議会でもお聞きしました。既

存の場所が適しているという答弁でございました。

過去数回やっておりますが、いずれの答弁でも、管

理運営や学習環境の面から現在の場所が一番適して

いると。それから、市の面積や児童生徒数、現在の

教育支援センターで学んでいる子どもたちを考える

と１か所で十分と。幸い、串木野地域と言っても車

で20分か30分ぐらいしかかからないので大丈夫です

よという答弁もありました。 

 改めてお聞きしますが、一つ目に、教育支援セン

ターの設置目的って何でしょうか。二つ目に、教育

支援センターの利用対象者は誰でしょうか。三つ目

に、不登校や不登校傾向の児童生徒が利用しやすい

センターにすべきではないか。四つ目に、不登校の

児童生徒に学校生活の復帰を支援する市教育支援セ

ンターは重要な役割を担っているなかで、不登校の

児童生徒に対して１か所の教育支援センターで対応

できるのでしょうか。お聞きします。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 市教育支援センタ

ーについての御質問にお答えいたします。 

 まず、市教育支援センターはどのような施設かと

いうところにつきまして、改めてお答えしたいと思

います。 

 市教育支援センターは、不登校等の児童生徒やそ

の保護者に対して教育相談等の指導を行いながら、

当該児童生徒の学校不適応といった状況の解消に努

め、学校へ復帰させることを目的として、平成24年

度に市来公民館に開設されたところです。 

 平成29年度から通級児童生徒の増加や多様なニー

ズに対応するため支援員を２名に増員し、スクール

カウンセラー、スクールソーシャルワーカー、市教

委、指導主事等と連携しながら、通級している児童

生徒の支援、そして保護者の相談対応を行っている

ところです。 

 先ほど御指摘にありました１か所だけでは対応で

きないのではないかということについてでございま

すが、先ほど議員のほうからもございましたが、ま

ずは管理運営、教育環境の面から、前回お答えした

ことと同じですけれども、市来地域公民館１か所で

運営していくことが望ましいと現段階では考えてい

るところです。 

 現在、教育支援センターに通う児童生徒数は、そ

の日によって人数が変わったりしますが、１日平均

大体9.6人であります。もし、仮に串木野地域に支

援センターを開設したとき、現在の状況では串木野

地域に8.6人の生徒、市来地域に１人の生徒が通う

ということになります。 

 教育支援センターに通う児童生徒は、学習面だけ

ではなく、学校復帰に向けて望ましい人間関係を築

いていく力も身につけなければなりません。そうし

ますと、現段階の話ですが、市来地域は少人数にな

るわけです。１人とか２人とかですね。その場合に

は教え合いや学び合いなどの機会が少なくなってし

まう可能性もございます。 

 さらに、学校教育課の職員が教育支援センターを

定期的に訪問し、児童生徒への学習指導や励まし、

声かけをしたり、教育委員会から定期的に現在ＡＬ

Ｔを派遣し英語指導を行っておりますが、そういっ

たことも分散することによって、また機会が少なく

なっていくということも考えられます。 

 また、安全面の観点からということで、これも前

回もお答えしたかもしれませんが、不登校児童生徒

は常に不安を心に抱えている子どもが多く、突然、

教育支援センターを飛び出すなど、突発的な行動を
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とることも予想されます。もし、仮に串木野地域の

教育支援センターでそのような事態が起こった際に、

学校教育課の指導主事が即対応というのがなかなか

難しいということも懸念されているところでござい

ます。 

 現段階では以上のようなことから、市来地域公民

館１か所で運営していくことが望ましいのではない

かと考えているところでございます。 

○10番（東 育代君） 答弁いただきました。前回

と同じような答弁ですけれど、この教育支援センタ

ーの利用対象者は誰ですか。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 利用対象者はいち

き串木野市内に通う全小中学生でございます。その

中で不登校の状態にある子どもたちということでご

ざいます。 

○10番（東 育代君） いちき串木野市内に住む児

童生徒であって、不登校あるいは不登校傾向の子ど

もたちということですよね。 

 不登校が多いんですよね。不登校の児童生徒。先

ほども今、通ってるのは9.6名で、8.6名ぐらいが串

木野地域で、１名が市来地域。このぐらい串木野地

域が多いんですよね、不登校は。40名の中にまだこ

れぐらいですよ。これでいいんですかということの

質問なんです。 

 管理運営で望ましいとか、物理的なこともいろい

ろとお話をお聞きしました。利用するのは誰かと。

不登校の子どもたちがやはり走っていける場所、通

える場所であるべきだと私は思っているところなん

です。 

 2015年２月発行の広報いちき串木野、この中に教

育支援センターのことをすごく細かく書いてありま

す。前回も紹介したことがあるんですが、「僕は君

の力の信じている、教育支援センターからのメッセ

ージ」とあります。「学校に行けなくなった子ども

は今まで十分頑張って学校に通ってきたのです。友

達がいたら、学校に行ってもいいな」とあります。

また、学校に行けなくなる原因はどのようなものが

あるのか。もし、自分の子どもがある日、学校に行

きたくないと言ったら周りはどうすればよいのか、

学校に行けなくなった子どもたちへの支援策はどの

ようなものがあるかなど書いてございます。 

 学校に行けなくなった子どもたちのサポートが詳

細に記載されておりますが、先ほどからありますよ

うに教育支援センターへ通うことは学校に戻るため

のステップとしても有効とあります。教育支援セン

ターはどの学校とも違う場所にあり、小学生も中学

生も同じ場所に通級します。開設時間は月曜から金

曜日の９時から15時です。子どもたちは保護者の送

迎や路線バスで通級します。給食はないので、各自

お弁当持参とあります。 

 保護者の送迎や路線バスでの通級、給食はないの

で各自お弁当持参となるなど、物理的にかなり制限

が出てくるのではないかなと思っております。様々

な役割を担っている教育支援センターですが、利用

者が増えてほしいなと願っておりますが、利用状況

を再度お聞きします。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 利用状況というの

は、今通っている児童生徒数ということですよね。

現在、その日によって変わりますけれども、最大で

16名が通級している状況でございます。串木野地域

が15名で、市来地域が１名です。 

○10番（東 育代君） 同じようなことを聞いたん

ですけれど、これまでも何回も取り上げてまいりま

した。 

 学校へ行けない子どもたちが増え続けている本市

です。不登校児童生徒数を見てみますと、市来地域

よりも串木野地域が多いことが分かっておりますよ

ね。それなのに今のままでよいのでしょうかという

ことです。 

 路線バスを確かに調べてみました。串木野を８時

34分発、その前は７時34分発です。８時34分で行っ

たら９時にちょっと間に合うか、間に合わないかと

いう現状です。その前と言ったら７時半。かなり待

たないといけない。帰りは市来を３時50分というの

がありますのでいいんですけれど。 

 今、センターに来る子どもたちで路線バスを利用

している子どもたちが何人おりますでしょうか。教

育支援センターに通うことは学校に戻るためのステ

ップとして有効とありますように、利用者が利用し

やすい教育支援センターとなることを願っての質問
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であります。 

 私はやはり１か所では対応できないと思います。

子どもたちが串木野地域であれば、走っていける距

離のところにあることが一番望ましいですし、朝、

送ってもらっても、帰りは４キロ、５キロを歩いて

帰るとなると、「もう行かない」と言いますよ。今

までもそういう声を聞いてきました。保護者が送迎

できる子どもたちだけが行けるということではちょ

っとおかしいと思うんですよね。やはり多くの子ど

もたちが利用できるようするためには、もう１か所

必要ではないかと思っての質問です。再度お聞きし

ます。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） まず、数を１か所

増やすということに関しましては、現段階ですが、

先ほど申し上げたように、まず支援員を増員する必

要が出てまいります。現在、２人の支援員で対応し

ておりますけれども、これを１人ずつ、それぞれの

教育支援センターでというのではやはりどうしても

対応はなかなか十分にできないですので、増員をし

なければならないということです。そこに関しまし

ては、当然、予算的なところも関係してまいります

ので、今すぐできますよという答えはもちろんでき

ないわけでございます。 

 それから、場所に関しましても、今、議員から御

指摘のあったところ、大変よく分かります。そうい

ったところも含めた上で、先ほど答弁したように、

学校教育課の指導主事の対応ができる、それから、

ＡＬＴの派遣とかそういった面から現段階では市来

地域公民館が望ましいと考えておりますけれども、

議員からの御指摘も十分考慮して、また検討してま

いりたいと思います。 

○10番（東 育代君） 即答はできないということ

は十分承知しております、予算的なこともあるとい

うことでございますよね。でも、こんなに児童生徒

は少なくなってるのに不登校は減らない。この子ど

もたちにやはり９年間学んでほしい、学校生活で学

んでほしい、そして社会に送り出してほしいという

願いがあるわけなんです。一人でも多くの子どもた

ちに、ここをステップとして学校生活に戻ってほし

いという願いを持っております。 

 今のところが望ましいというのは分かっています。

でも、それは大人の目線であって、利用する側の目

線ではないと思うんですよね。そこもいま一度、考

えていただきたい。 

 最後に市長に伺います。 

 令和２年度からの第３期いちき串木野市教育振興

基本計画の基本目標に、「ふるさとを愛し、夢と志

をもち、心豊かでたくましい人づくり」を掲げ、

知・徳・体の調和がとれ、主体的に考え行動する力

を備え、生涯にわたって意欲的に自己実現を目指す

人間。伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我

が国と郷土を愛する態度を養い、これからの社会づ

くりに貢献できる人間の育成を目指すとあります。 

 学校へ通学することが全てではないかもしれませ

んが、少なくとも義務教育９年間は社会人となるた

めの大事な準備期間です。近隣の自治体と比較して、

出生数が極めて低く、児童生徒の数も激減しており

ます。しかし、不登校児童生徒は増えております。

このような状況が続けば、子どもたちの教育環境だ

けでなく、本市の発展や経済活動にまで影響が出て

くるように思っております。 

 情報発信の在り方についても検討すべきではない

でしょうか。市のホームページを見ても、教育支援

センターの取組がここにありますが、2015年のまま

なんです。ここにとってもいいことが書いてあるん

です。これをパソコンで、あるいはスマホで若いお

母さんたちは見るわけですので、足を運んでみよう

かなと思うんです。 

 教育を取り巻く環境の整備について、スピード感

を持った対応が求められると思います。教育管理事

業の在り方について、このままでよいのか。いま一

度、検証すべきではないかと思っておりますが、市

長の見解を求めます。 

○市長（田畑誠一君） 現今の大きな課題について、

少子化対策に絞って、先ほどから高邁な理論を展開

しておられます。残念ながら、私たちの、私の努力

が足らずに人口減少が進んでおります。併せて少子

高齢化が同時並行して進行しております。 

 子どもたちを取り巻く環境は、したがいまして大

きく変化し、先ほどから御質問なさっておいでの不
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登校問題をはじめ、様々な問題が生じてきておりま

す。 

 また、少子化が教育に及ぼす影響として、子ども

の切磋琢磨の機会の減少や、ある面、親の過保護や

過干渉、子育ての経験や知識の伝承の問題、学校行

事や部活動の問題、よい意味での競争心が希薄にな

ることなどが挙げられると思います。 

 少子化が進む中で学校においては、児童生徒一人

ひとりに寄り添いながら、先ほど来、教育委員会が

答弁しておられますのはその姿だと思います。それ

ぞれの個性、能力、興味、関心などに応じた魅力あ

る教育活動がいきいきと展開されるよう努めていか

なければならないと思っております。またもう一つ、

社会全体で子どもを育てていくという観点に立って、

学校だけではなく、家庭や地域社会の中で行われる

教育活動のそれぞれの特色に応じた支援の在り方を

考えていくことも求められていると捉えております。 

 未来を担う子どもたちには無限の可能性がありま

す。多様な教育活動を通して、子どもたち自身の中

にある様々な可能性を見いだし最大限に伸ばすこと

が、学校や家庭、地域社会の果たすべき役割だと考

えております。本市の子どもたちが確かな学力や豊

かな人間性、健康な体力など、たくましく未来を生

き抜く力を身につけ、可能性の花を開花させてくれ

ることを願ってやまないところであります。 

○10番（東 育代君） 最後に市長に答弁をいただ

きました。 

 やはり本市の未来を担う子どもたちでございます

ので、市の責務として一人でも取り残さず子どもた

ちをつくっていただくことを期待して、一般質問の

全てを終わりたいと思います。 

○議長（下迫田良信君） 次に、大六野一美議員の

発言を許します。 

   ［７番大六野一美君登壇］ 

○７番（大六野一美君） 私は市民の声を基に通告

をいたしました２件について、市長並びに教育長に

御所見をお伺いいたします。 

 １件目は、冠岳小学校が令和２年度末をもって閉

校することが決定している事実であるということで

す。 

 142年もの長い間、子どもたちの教育はもちろん

のこと、地域住民のよりどころとして学校運営がな

されてきました。関係する卒業生や地域住民の心情

は寂しいの一言では片づけられない複雑な思いが交

錯しているであろうと思います。しかしながら、人

口減少に伴う少子化の中で、ここ数年、地元の入学

者が少ない中、特認校制度によって維持運営されて

きたのも事実であります。 

 閉校が決定してから幾月が経過した今、どのよう

に利活用されるのかお伺いをし、壇上からの質問と

いたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 大六野一美議員の御質問に

お答えいたします。 

 冠岳小学校は、人口減少や少子化により、残念な

がら来年３月をもって、お述べになりましたとおり、

142年の歴史に幕を閉じることとなりました。同校

は地区としてのシンボル的な存在であり、地区の皆

様、あるいはこの小学校を卒業された方々にとりま

しては感慨深いものがあるのではないかと察すると

ころであります。 

 市といたしましては、冠岳周辺一帯が持つ歴史、

自然、農産物などの地域資源を掛け合わせ地域の価

値を高め、新たな地域の創出を目指すために策定さ

れた冠嶽芸術文化村構想に取り組んでいるところで

あり、その実現のため、関係人口の創出や地域活性

化の場として、閉校後の冠岳小学校の活用について、

地区の皆様と一緒になって検討をしているところで

あります。 

 現段階における状況につきましては、具体的な点

を担当課長より答弁をいたさせます。 

○政策課長（北山 修君） 市といたしましては、

この閉校後の冠岳小学校の活用に当たりまして、地

区住民の皆様の御意見を尊重すること、そして、地

域の活性化に資すること、そして、民間活力の活用、

これを基本的な方針としております。 

 現在、活用される見込みがあるものといたしまし

て、三つの検討を進めているところでございます。 

 一つ目は冠嶽芸術文化村構想推進事業において、

地域の皆様や地域外の方々が主体となって、地域の
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自然や食の価値化、それから、地域のブランド化を

図る企画を基にした施設の活用であります。 

 二つ目が大学等のサテライトキャンパスとしての

活用であります。そして、三つ目が市内のＮＰＯ法

人により施設を活用するもの、この三つを検討して

おりまして、現在、それぞれの団体等と具体的な活

用等につきまして、協議を進めているところでござ

います。 

 このように複合的に学校を活用していくことで閉

校後の冠岳小学校が年間を通して地域と地域外の交

流の場となるとともに、地域の活性化、地域資源の

活用に資するものと考えております。 

 具体的な活用が決まりましたら、議会をはじめ地

区の皆様へ説明を行い、御理解いただきながら取り

組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○７番（大六野一美君） 今、担当課長あるいは市

長から答弁をいただきました。 

 まず、芸術村構想が云々という話は当然、想定内

にありました。後ほど出てきますけれども、この芸

術村構想というのがまだ具体化していない中で、冠

岳小学校の閉校とマッチさせるのはどうなんだろう

という思いがしております。 

 それと、今年の６月議会でこの閉校問題に触れて、

再度、12月議会で問うということを申し添えておき

ました。その間、いろんな地区民との協議もなされ

たことでありましょうし、ほぼ方向が決まっておる

であろう、また、むしろ決まっていなきゃおかしい

という思いで私は質問をしています。 

 数年前、5,000数百万円をかけて耐震補強した体

育館や、あるいは昔ながらの木造校舎、それと地域

がもたらす西岳から冠岳一帯の、市長がよく言われ

ます不老長寿の薬を求めてきたとされる徐福像のあ

る一帯から西岳、冠岳一帯のあの霊感を感じるよう

な雰囲気というのは本市のほかにはないという思い

をしての質問なんです。だから、もはや地理的条件

からすると、ある程度、先ほどありました芸術村構

想や大学のサテライトや市内のＮＰＯ法人による

云々と、早急にやっぱり四、五月頃にはゴーできる

ような状態でないといけないという思いで質問をし

ております。 

 一、二、いろいろダブる分はありますけど、ちょ

っと歩みがのろいなと。民間では当然、考えられな

いスタンスだというふうに思いますが、人ごとのよ

うに考えないで。やっぱり市の大きな財産ですから

ね。 

 閉校になることは、これは先ほども言いましたよ

うに今の現況を鑑みて仕方ない。寂しい思いをしな

がら、地区民も同意をせざるを得ない状況であるこ

とは重々承知をしております。しかしながら、あれ

だけの財産をどういうふうにこれから生かしていく

かというのは、市長をトップとした担当課のやる気

にかかっております。 

 いろいろ先進地に行ってみますと、成功している

ところは職員が本当に一生懸命そのことに精通をし

ながら、それが結果となって、その市の浮揚策につ

ながっているという実態があるんです。政策課長も

一緒に同行したこともありましたよね。そういうこ

とを含めて、閉校が決まってから大分なるわけだか

ら、その間、すぐ取り組んで、次のステップに向か

えるような行動をしないと。人ごとのように考えて、

今、まさにこの時点で、三つの云々ということを言

っていては来年４月には間に合わないということで

すよね。そのために６月議会であえて12月に問うと

いうことで申し述べていたつもりでありますが、も

うちょっと歩みを早めないと。 

 人ごとのような感覚でなく、市の大きな財産なん

だという大きな危機意識と認識を持って行動をしな

いとなかなか結論は丸にならんだろうという思いを

しての質問なんですが、担当課長、あなたのやる気

を見せてください。 

○政策課長（北山 修君） この取組の歩みをもっ

と早くということでございますが、先ほど申し上げ

ました冠嶽芸術文化村構想推進事業、これを今年度、

取り組んできているわけです。この中で冠岳小学校

を活用して、そこで活動してみたいという市内外の

方々からなるよりみち会議という会議を設置してお

ります。このよりみち会議の中では心も体も健康に

自然とともに育つまちというのをコンセプトに掲げ

られて、アウトドアであるとか、薬膳、それから食、

それと地域のブラント化という三つのテーマを設け
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て、それぞれのグループごとに企画立案され、今、

試験的に実施するところまで来ているところでござ

います。 

 いずれにしましても、持続的に活用されることが

肝要でございます。冠岳地区におきましては、現在、

閉校記念事業に向けて取り組まれているところであ

りますので、地区の皆様に過度の負担をかけないよ

うに丁寧に進めながら取り組んでまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

○７番（大六野一美君） それは地区民の意向や話

は当然、聞くべきではありますけれど、それ以降に

ついては当局があえて機関車的な役割を持ってなん

て私も表題に表しましたけれど、役所がどんどん引

っ張っていく体制をとっていかないと、地区の皆さ

ん方との協議はもう今までのことなんです。二、三

日前もそういう話があったらしいけれど、もう既に

この時期においての話では遅いんですよ。閉校が決

まる以前の話であって、その後は当然、行政が主体

となって……。歩みがのろいから機関車的という表

現をしたんですよ、担当課長。 

 これは、あんまり小さなことであれば言わない。

地元だから云々ということで言ってるつもりはない。

大きな市有財産です。先ほども言いましたけれど、

やっぱりほかにない雰囲気を持った学校ですので、

それを生かすも殺すも担当課がどういう方向でどう

いう話をして、どういう方向で進めるか。その中で

担当課をすりつけて、シティセールス課なんていう

のも新しく創設されるやに聞いておりますけれど、

そういうこととマッチさせながら、誰かやっぱり本

気度を持つ職員を充ててやるべきだという思いを僕

はしての質問なんです。 

 人ごとのように抽象的な回答は求めてません。も

うちょっとしっかりした、こういう方向で私が持っ

ていきますぐらいの回答は、担当課長、ないんです

か。 

○副市長（中屋謙治君） 冠岳小学校の本年度末の

閉校という決定をして、それに向けた今、作業を進

めているわけですが、先ほど担当課長が答弁いたし

ましたように、この跡地の活用については当然、地

域の皆さん方の御意見を尊重しながら進めたい。そ

して、この学校跡地が地域の活性化に資するように

という。さらには、民間の方々の活用というのを図

っていきたいという。市が事業主体となって市が何

かをつくるというのではなくて、ここに民間の方々

に入っていただくことを基本に今、取り組んできて

いるところでございます。 

 内容としては、先ほど申し上げましたように、数

年前から冠岳は、おっしゃいますような冠岳にしか

ない自然であったり、歴史であったり、雰囲気であ

ったり、こういうものを生かしながらということで

芸術文化村構想を立ち上げて、今、進めつつありま

す。加えて、大学のサテライトキャンパス、そうい

ったものができないか、あるいはＮＰＯ法人、こう

いうところと今、接触をしているところです。 

 精力的にこういう民間のところ、大学であったり、

ＮＰＯとも詰めておりますが、いかんせん、すぐ計

画をして、行政だけでできるものであればすぐすぐ

頑張ればできるということでもありましょうけれど

も、いかんせんそういうところとの関わりですので、

御理解をいただければと思っております。精力的に

取り組んでいるということは御理解いただきたいと

思います。 

○７番（大六野一美君） 副市長、行政で何かしな

さいよということは私は言っていませんし、思って

もいません。ただ、先ほどからありますように、い

ろんな形態があろうかと思いますけれど、そこに早

くマッチできるように職員のやる気が必要だという

ことを言っているんですよ。何か、民間から見まし

て、甘いというのか、のろいというのか、非常にジ

レンマを感じるんですよ。人ごとのように……。 

 閉校が決まったのはもう直近じゃないですからね。

来年３月末で閉校するという決定が出てから、もう

幾らになりますか。もう１年になるんですよ。だか

ら、その前から予備軍としてあった中で、次に向け

ての行動は当然、起こしているべきだというふうに

私は思ってます。 

 あれが自分の財産だったら、あのままほっときま

すか。やっぱりそういう意識が欠けているんだとい

う思いでの質問なんです。もうちょっと、担当課長

は燃えなきゃいかんよ。やっぱり、今、副市長から



 
- 44 - 

説明があったいろいろやっているっていうのは、そ

りゃやらないといかんよ。やり方のレベルが低いし

弱いから、もうちょっと強くやれと言っているんで

す。それがやっぱり民間と公務員との差というんで

しょうかね、非常に差を感じます。 

 まして、こういう大きなプロジェクトの中で、も

う来年３月に閉まるのに、３か月後には閉まるのに

まだ三つの云々という世界だよね。やっぱりもう１

本に絞って来年２月ぐらいにはこうするんだという

一つの方向づけが見えるぐらいになっているのが今

の時間だというふうに僕は思っている。僕は自分の

財産だったらそうしますね。 

 もう一つは、大学のサテライト云々というような

話もありますけれど、人口減少の中で、やっぱり子

どもたちの声が聞こえる環境が一番、地区民にとっ

ていいのかなと。公立校としての学校は142年で幕

を閉じますけれど、あえてこの条件を生かして私学

との連携はとれないのか。私はできれば、そのほう

が地区民も一番、子どもたちから元気をもらって勇

気づけられるであろうなという思いをしています。 

 訳の分からない芸術村構想が云々という世界は、

芸術村構想を言ってから幾らになりますか。あそこ

で書道イベントがあったのを僕も覚えています。行

って見ています。ああいう単発的なことも大事だろ

うけれど、常時、人があそこを利用できるような体

制を担当課で何とか創出できないものかという思い

での質問です。 

 担当課長、ちょっとは元気を出して、私が責任を

持ってやりますという元気を見せてください。 

○政策課長（北山 修君） 私立学校等、学校とし

て活用できないか、そうすることでにぎわいもとい

うことであったんですが、先ほど申しましたとおり、

冠岳小学校の閉校後の活用策の一つとして大学など

のサテライトキャンパス、この利用も検討している

ところです。 

 例えば、サテライトキャンパスとして活用すると

すれば、学校のカリキュラムとして、学生が冠岳小

学校跡地を拠点に地域の課題解決に取り組んだり、

遠隔で授業を受けたり、また、地域住民の生涯学習

の場所となったりといったことが想定されるわけで

ございます。こういった形で活用して、若者、若い

方々がこの地域と関係性を持つ、これは非常によい

活用策ではないかと思っております。今後もしっか

りそういった検討を進めてまいりたいと考えており

ます。 

○７番（大六野一美君） 確かに大学生が定期的に

訪れて、そういう空間をつくるというのは非常に元

気を取り戻す源になるであろうと思います。今の現

段階でその線の確率はどのぐらいあるとお考えです

か。 

○政策課長（北山 修君） サテライトキャンパス

につきましては、先ほど申しましたように、そうい

った活用したいという団体と協議を進めているとこ

ろでございます。また、具体的になったら御説明申

し上げたいと思います。 

○７番（大六野一美君） いずれにしても、冠岳小

学校が閉校になって、その後、少なくとも廃屋にな

らないように、現時点での担当課長として、もうち

ょっと幅広くアンテナを広げながら、どんどん引っ

張るという気持ちを持っていただきたいものです。 

 額面どおりのことは誰でもできるんです。あとは

それ以上のことなんですよ。だから、そこを担当課

長ができるか否かですよ。やる気があるかないかで

すよ。そのやる気だけはあるんですね。 

○市長（田畑誠一君） 142年の歴史を閉じる冠岳

小学校、地域の皆さんにとって、ましてやそこの卒

業生の皆さんにとっては本当に、何と言いますか、

言葉で言い表すことのできない、言いようのない寂

しさというのをお持ちだと思います。それだけにそ

の裏返しは後をしっかり振興してくれと、今まさに

大六野議員がおっしゃっておる、そういう思いだと

思います。 

 冠岳は、大六野議員がよく述べておられますよう

に、山岳仏教発祥の地として、昔はあそこでこの一

帯、日置地区まで治めていたという話も聞いており

ますが、あの大自然といいますか、景観と言います

か、西岳をおがみ、徐福像がどんとそこへそびえ立

って、日置郡、この県内全域辺りを睥睨すると言い

ますか、その様はまさにすばらしいものがあります。

雄大であります。 
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 冠岳は本当に、いつもおっしゃっておられるよう

にほかにないすばらしい大自然、そういった雰囲気

を持った地域であります。だから、市といたしまし

ても、ちょうど今、紅葉がきれいだということで、

くるくるＭＯＭＩＪＩツアーというのを今、開催し

ております。私も初日に副市長と行きました。また、

職員も行っておりますけれども、職員も皆、出て対

応をしておりました。 

 中でも、名前を申し上げていいと思いますけれど

も、松下兵衛さん、八十五、六歳じゃないでしょう

か。もっと上かな。一生懸命、地域のためだと思っ

て、車の配車係を旗を持ってやっておられました。

本当に心を打たれました。まあ高齢ですね。ああい

う方があの思いですよ。 

 ですから、私ども市としても、観光交流課として、

今、くるくるＭＯＭＩＪＩバスツアーもやってると

ころです。また、その中で今度は地域の皆さんの奥

様方が地域おこし、地域のいいものを生かそうとい

うことで薬膳料理の弁当をつくっておられました。

まず第一、見た目からすばらしい、自然がいっぱい。

「ほかにありませんか」と言うけれど、もう売り切

れてありませんでした。そういう姿で、みんな一生

懸命になって取り組んでおります。 

 現段階ではとにかく大事なことは持続的に、しか

も、できれば発展的に冠岳地域を守っていくことで

あります。そういった重厚な計画をしっかり立てな

きゃいけない。 

 それで、ほかにはないところだから、冠嶽芸術文

化村構想というのを、議会の皆さんと一緒になって

打ち立てたところであります。そのことについて、

今いろんな準備を進めています。実際、駿河大学の

誘致でも、この間も先生方も来て、今度、また近々、

来るという形にしておりますし、生福の方も含めて

よりみち会議とか、いろんな形で何とか盛り上げて

いこうとしております。 

 大六野議員がおっしゃるように、３月に閉めて４

月いっぱいからできれば、それに越したことはない

ですよ。でも、できるだけ早く重厚な計画を立てて、

みんなに本当に感動してもらうような、関心を持っ

てもらうような、そういう計画を。だとしたら、そ

れはやっぱり行政だけではなく、市民の皆さん方と

一緒になって、特に地域の皆さんの声を聞きながら、

専門家の方の声を聞きながら計画していかなければ

なりません。 

 我々、市としていろんなことを精いっぱいやって

おりますが、今、御指摘のようにちょっとのろいと

いう御忠告もいただきましたけれども、私たちも精

いっぱいこれからも努めてまいりたい。のろいとす

れば、それは私の責任ですから、職員が悪いんじゃ

ない。私の責任でありますので、今、受けた御忠告

などを踏まえて、さらに地域の皆さんや専門家の方

と協議しながらスピードアップを図っていきたい。

そして、持続可能な発展可能性のある政策を打ち立

てていきたいと思いますので、また、御示唆や御指

導を賜りたいと思います。 

○７番（大六野一美君） 市長から今、縷々説明を

いただきました。 

 環境的にも恵まれた冠岳一帯が疲弊することは仕

方がないにしても、学校跡地が廃屋になることのな

いように、担当課を中心にしっかりと次につなげて

いけるように期待をして、この項については終わり

ます。 

 ２番目の入札の在り方についてであります。 

 現在の入札の条件と実績をお伺いいたします。 

○財政課長（出水喜三彦君） まず、入札参加に係

る条件についてでございます。 

 入札の参加資格につきましては、申請に基づきま

して建設業の種類別に許可や有資格者の状況などを

審査いたしまして、格付等を行っております。 

 発注に当たりましては、参加の申込み時に配置予

定技術者調書によって現場代理人等の要件を確認の

上、入札を行っているという状況です。 

 実績でございます。受注の状況です。御質問から

いきますと、複数の受注かと思います。その条件に

ついて申し上げますと、複数、例えば、５件以上受

注したとなりますと、平成30年度から現在までで２

社となっているところです。 

○７番（大六野一美君） 「人数は多くいないのに、

あんな沢山工事を取って、後はどうなるの」という

市民の声があっての質問であります。 
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 先に他県で高速道路の橋梁の耐震補強の件でいろ

いろテレビで報道をされておりました。福岡の業者

が取って、東京の業者に下請に出して、その後、ま

た、孫請にという……。半年もしないうちにひび割

れがきて、これはいかなるものかと精査をしたら、

孫請の人が、実は鉄筋を入れるつもりが鉄筋が入っ

てないと。コンクリートも、専門的ではないから分

かりませんけれど、あれは水を加えると工事は早く

なるが、強度は柔らかくなるらしいんですね。だか

ら、そうして工事をしたと孫請の人がテレビで言っ

ておりました。 

 本市の場合、そういう下請はあったにしても、孫

請までの工事というのはもはや今、少ないのかなと

いう思いをしながらも、もしそういうのが発生した

ときはどこの責任なのか。元請ということになるん

でありましょうが、そのチェックは今、本当に本市

の場合はされているのか否か。 

 書類上で審査をして、工事がスタートをしました

と。肝腎なところはちょっとだけ見にいったにして

も、持続的にずっと継続してどこがどう責任を取る

のかということをまずお伺いします。 

○財政課長（出水喜三彦君） 工事における責任の

所在だと思います。 

 責任についてでありますが、設計に照らしたとき

に誤った施工があるといった場合には当然、受注者、

元請に責任があるものでございます。そしてまた、

そこに下請業者がいる場合につきましては、下請業

者との契約に基づきまして、適正に対処していただ

くということになろうかと思います。 

 施工段階におきます検査につきましては、段階検

査というものを行っておりますけれども、特に引渡

し後におきましては、契約書に基づきまして、履行

の追完でありましたり、損害賠償の請求、こういっ

たものがうたわれておりますので、これにより対応

することになるかと思います。 

 いずれにいたしましても、一義的に元請業者とな

ります。そして、元請業者と下請業者があるかと思

いますけれども、当然、発注者の市におきましては、

そこの工事管理を徹底して監督していくといった義

務がございます。そうした中で、その義務というの

は元請のみをチェックするのみならず、元請がまた

下請に出す業務につきまして、一括して監督してい

るところです。 

○７番（大六野一美君） 元請に対しては、いろん

な書類上の申請があろうかと思いますけれど、下に

出す場合に元請から下請に対する以降は、当局とし

てチェックする機会はないんでしょう。いわゆる引

継ぎといいましょうかね。それは元請と下請との関

係ということでよろしいんですか。 

○財政課長（出水喜三彦君） 先ほど、工事の、何

て言いますか、欠陥ではありませんが、そうした問

題があるときの責任という形で答えさせていただき

ました。 

 工事の施工に係るチェックの機能としましては、

元請と下請の契約に基づいてというのはその後の責

任という形で申し上げましたが、現場の施工に当た

りましては、元請と下請の契約による事業実施その

ものにつきましても、当然、元請は下請が行うこと

に関しまして、監督や技術的指導を行うものであり

ますけれども、市におきましてはこの元請の指導や

工事の管理、これを通じて下請で行われる事業その

ものについてもその施工の状況等を確認して進めて

いるという状況です。 

○７番（大六野一美君） 財政課長が答弁したのは

分かるんですよ。分かった上での質問なんですが、

やっぱり市民に「こういう実態はいいのか」という

声が出てくるところに何かあるんじゃないのという

疑念を持っての質問なんですよ。財政課長、私の言

ってる意味は分かりますか。 

 財政課長が言ってる基本的なことは僕も分かって

いるんです。しかし、もし何かあったときの責任の

所在、あるいは、今言いますように市民からこうい

う声が出てきたときの対応の仕方というのを私は知

りません、内容が分からないから。だから、こうい

う形で今、お伺いしているところなんですが、市長

部局にはそういう声は届いていませんか。「あの会

社がいくつも取って」なんていう。 

 だから、そこら辺にいろんな問題があるんじゃな

かろうかと思っています。非常に苦しい答弁になっ

ていますので、どう突っ込めばいいか自問自答しな



 
- 47 - 

がら聞いているんですが。 

 本当に市民の間から出てきて、今でも、書類上ま

ともにやっていますという答弁だけでよろしいんで

すね。 

○副市長（中屋謙治君） 御質問の件、元請と下請

の関係ということで理解して答弁させていただきま

すが、下請の関係でございます。建設業法で禁止さ

れておりますこの下請と申しますのは、一括下請、

俗に丸投げとか巷間で言われておりますが、この一

括下請に関して建設業法で禁止されている、制度上

はこのようになっております。この判断基準といた

しましては、施工計画の作成、それから主任技術者

の配置など元請・下請それぞれが果たすべき役割と

いうのが国によって定められております。 

 どの工事を指しているのか、ちょっと分かりませ

んけれども、一括下請に該当するものはないと、制

度上はそういうことで私どもは理解をしているとこ

ろです。 

 下請の中で一般的に理解しにくい、要するに一括

下請に見える部分があって、議員は今、御質問され

ているのかなと思いますが、評価されにくい部分、

こういう面もあるのかなと。これについては、今後、

対応していく必要はある、このように思っていると

ころです。 

○７番（大六野一美君） どの案件か分からずして

答弁をもらっても、その次に進みようがないんです

がね。本当に副市長は、私が言ってるこれはどの件

だということは分かっていないということなのね。

ここで言うわけにいかんでしょうから。その案件が

分からずして答弁してもらっても、ちょっと理解不

能です。 

 私もそう思いますけれど、やっぱり一般市民の声

なんですよ。あれだけしか人がいないところが工事

を幾つも取って、できるのかと。技術者は２か所は

できるのなんのという基本的なことは最低、理解は

しているつもりですけれど。問題はそこなんですよ。 

 非常に苦しい答弁が続くので、これ以上、言って

もあれなのかなと。非常に当局が苦しいように、私

も非常に苦しゅうございます。何のことかと言われ

れば言いますけれど、それを言うわけにいかんから

苦しいんです。 

 だから、そういうことが市民の目に余っています

ので、そこらはもうちょっと原点に返ってしっかり

と在り方を模索してください。 

 この件については、これ以上は苦しいので次に移

りますが……。 

○市長（田畑誠一君） 一つの業者がたくさん取っ

てるじゃないかと。市民の目から、皆さんの目から

見たら、おかしいんじゃないか、という声を聞かれ

ての質問だと思います。 

 ただ、今、副市長が述べましたとおり、下請から

の一括、いわゆる丸投げは禁止されているけれど、

下請そのものは許容されているわけですよね。丸投

げならば別ですよ。許容されているわけですが、た

だ、大六野議員も皆さんの声を聞かれてのことだと

思いますけれども、一般的に見たときにそれはやっ

ぱり理解されにくい面があるのではないかと思いま

す。だから、今後はこれに対応していく必要がある

なというふうに思っております。 

 ただ、目的は、工事の発注や事業の実施に当たっ

て、適正に所期の目的が達成されることが全てであ

ります。この点では下請と元請の果たす役割という

ものについて、入札参加業者へ周知を図りながら、

現場における指導の徹底など、工事管理の在り方に

ついて見直しを行ってまいりたいと考えております。 

 落札率とかいろいろあります、結構それは競って

いるんですけれども、そういう状況でありますので、

見直すべき点がなかなか理解されにくいと思います、

おっしゃるとおり。ただしかし、下請そのものは許

容されたものであります。 

 だから、あと運用の面で我々、行政として管理監

督ですね。そういったものを適正に工事がなされる

ように、完成されるように、我々は指導監督してい

かなきゃいけない。そういった面で見直すべき点が

あれば見直していきたいと考えております。 

○７番（大六野一美君） この件についてはもう終

わるつもりでしたけれど、市長が今、答弁されたの

で。市長、分かっているんですよ、下請の制度はそ

うなっているって。だから、はっきり言いまして、

幾つも取って、ほぼ丸投げをやられているという実
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態なんです。そのことについてはこれ以上は言いま

せんが、また機会があったら問うこととして、要は

そういうことなんです。ルールが下請に出して云々

というのは分かっているんです。分からずして言っ

ているんじゃないんです。 

 だけど、実際は丸投げがあるじゃないかというこ

となんですよ。当局としては丸投げはないという言

い方をされるんでしょうけれど、一般の人から見た

ときにはそういう状況が垣間見えるということです

から、そこら辺りは心して、こういうことで市民に

いろいろ疑惑や疑念を持たれないようなやり方をし

ていただきたいと申し添えておきます。 

 次に、私どもは平成29年６月議会で議員の政治倫

理条例を制定いたしました。苦しい倫理条例の制定

ではありましたけれど、やっぱり基本的にはあれも

これも市民の声があってのことであります。 

 その間、抵触をすると考えられる案件があって、

審査会を立ち上げたりいろいろしました。その後、

また何回かあるようですけれども、あのときの思い

はどこに行ったのか。今、沈黙であります。 

 あえてここで倫理条例のことについては、市長か

ら回答をもらうまでもなく、それは議会の皆さん方

で、議員の皆さん方で決められたことですからとい

う回答は想定内であります。市長、そういうことで

すよね。市長の思いをお聞かせください。 

○副市長（中屋謙治君） 御質問の議員倫理条例で

ございます。入札業者への周知をどのようにされて

ますかということで通告されております。 

 平成29年６月、ただいま言われました倫理条例、

おっしゃいますように、これは議員の皆様の倫理条

例ということでございます。入札の参加資格として

は、この条例に抵触するということをもって除外す

る、そういうものではないということでありますの

で、業者への周知というのはいたしておりません。 

 そのようなことで御理解いただきたいと思います。 

○７番（大六野一美君） 想定内で予定どおりの答

弁で、それは聞くまでもなく、さっき言いましたよ

うに、そういう答弁しかないだろうという思いをし

ての答弁なんです。 

 しからば、どういう方法があるのか。私どもは、

平成28年でしたか、兵庫県の淡路島に行ってまいり

ました。以前も言ったことがあると思いますけれど

も、あそこは首長も議会も倫理条例もつくっており

ます。いろいろあって、当時３名の該当者がいたら

しいんですけれど、次の選挙で全部辞めて、８人の

新人が通ったという説明を受けました。 

 議員の政治倫理条例は本市議会の法律だというふ

うに私は理解をしています、努力規定とはいえ。だ

から、どういう落ち着き方があるのかなという思い

で、当局とはあまり関係のない話とは思いながらも

あえてお聞きいたしました。 

 議長も積極的に倫理条例に関わった者として、こ

れから、この件についても強いリーダーシップを発

揮して、やっぱりみんながある程度、納得するよう

な落ち着き方をさせなきゃいかんという思いをして

おります。 

 そういうことを期待しながら、いずれこのことも、

ああ、あのときはという昔話で終われるようなこと

を期待して、私の一般質問の全てを終わります。 

○議長（下迫田良信君） 次に、西別府 治議員の

発言を許します。 

   ［11番西別府 治君登壇］ 

○11番（西別府 治君） 新型コロナウイルスの拡

大は私たちが抱える様々な課題を浮き彫りにしまし

た。デジタル化に関する問題もその一つであります。

感染症対策の実施を通じて、各種給付金の手続や支

給の遅れなど混乱が生じ、特に行政分野におけるデ

ジタル化、オンライン化の遅れが明らかとなりまし

た。現在も感染症拡大は止まらず、生活や経済の活

動に大きく影響を与えております。社会全体のデジ

タル化を強力に推進する必要があると思います。 

 そこで地方自治体のデジタル化の加速についてで

すが、新しい生活様式が求められる社会において、

デジタル化の重要性が高まっていることについて伺

ます。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 西別府 治議員の御質問に

お答えいたします。新しい生活様式におけるデジタ

ル化の重要性についてであります。 

 西別府議員が詳しくお述べになられましたとおり、
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国では新型コロナウイルス感染症対応の実施を通し

て社会全体のデジタル化の遅れが明らかになったと

して、経済財政運営と改革の基本方針2020を令和２

年７月17日閣議決定し、これからの１年を集中改革

期間と位置づけて、取組を加速することとしていま

す。この中で新たな日常を構築するためのデジタル

化への集中投資とその環境整備として、一つ目に、

次世代型行政サービスの強力な推進、二つ目に、デ

ジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進、

三つ目に新しい働き方・暮らし方などが挙げられて

おります。 

 市としましても、これからの時代に合った行政シ

ステムの構築やマイナンバーカードの推進などに努

めてまいります。 

○11番（西別府 治君） 今、市長がおっしゃる、

集中改革ということで進めていくということであり

ますね。 

 全国知事会、恐らく全国市長会もそうだと思うん

ですけれど、かなりのスピードの中で進んでおりま

すね。ですから、オンライン化であったり、デジタ

ル化の恩恵を誰でもどこでも受けられるとか、分か

りやすい体制づくりを進めているところであります。 

 市長がおっしゃるように、私たちが遅れていると

いうことをひょっとしたら知らなかったのかなとい

う気がしておりますので、今、おっしゃったような

内容の中で今後、進められていくというふうに考え

ているところであります。 

 今後、国や自治体、これに民間も入っていかない

となかなか難しいらしいです。ですから、そういっ

たことを含めながら、クラウド化やシステムの共通

共有、そういったのを進めながら、市長がおっしゃ

いましたデジタルトランスフォーメーションですか、

これは非常に分かりにくいんですけれど、これを使

ったことで全体が構築されていくということである

そうでありますから、さらにまた進めていただきた

いと思っております。 

 そこで、鹿児島県としても、国としても、既に官

民データの活用推進計画とか、システムの最適化と

いうのを策定しております。その中において、様々

ないわゆるデジタルトランスフォーメーションです

か、これを進めていくということになりますので、

本市もそういった流れをつくっていただきたいとい

うふうに考えております。 

 そこで２番目ですけれど、第二次補正を含む新型

コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金で、

今、言っております本市のデジタル関連政策の活用

状況についてお伺いいたします。 

○財政課長（出水喜三彦君） 新型コロナウイルス

感染症対応の地方創生臨時交付金でございます。 

 これを活用しましたデジタル関連施策としまして

は、まず新しい時代の教育に向けた国のＧＩＧＡス

クール構想の加速に伴いまして、児童生徒１人１台

のパソコン端末を整備するとしております公立学校

の情報機器整備事業。 

 それから、新しい生活様式の普及を促進するため

に、本市の川上地区、それから、大里地区の一部の

高速ブロードバンドが未整備でしたけれども、ここ

らへの高度無線環境整備推進事業。 

 それから、新しい働き方のスタイルでありますリ

モートオンライン会議を庁外も含めてできるように

串木野庁舎と市来庁舎の両庁舎で行うことができる

ようにリモート会議システム導入事業。 

 これらにこの交付金を活用することとして、予算

を計上させていただいておりまして、現在、それぞ

れ取り組んでいるところです。 

○11番（西別府 治君） 既に本市としましても、

取り入れられているということでございます。 

 リモート会議、それから高速ブロードバンドです

ね、今、説明があった中であります。なかなかＤＸ

とか、デジタル化というのは非常に分かりにくいん

ですね。ただ、ＧＩＧＡスクールというのがありま

す。ＧＩＧＡスクール、これは子どもたちのいわゆ

るデジタル化を進めていく中において、まだ真っさ

らの状態ですよね。ですから、そこをちょっとお聞

きしたら全体のデジタル化が分かるんじゃないかな

ということで、ちょっと教育長のほうにお聞きでき

たらなと思っております。 

○教委総務課長（瀬川 大君） ＧＩＧＡスクール

構想についてでございます。 

 ＧＩＧＡスクール構想は、児童生徒１人１台端末
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と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備す

ることによりまして、新しい時代の教育に必要な子

どもたち一人ひとりの学習の最適化と創造性を育む

教育を実現し、子どもたちが将来、世界で活躍して

いけるようにすることを目的としたものでございま

す。 

 ＧＩＧＡスクール構想に関する事業は大きく二つ

ありまして、一つは児童生徒１人１台パソコン端末

の整備でございます。これにつきましては、年度末

の３月を目途に児童生徒全員にパソコン端末を整備

するほか、プロジェクターやスクリーンなど周辺機

器を整備することといたしております。 

 もう一つは高速大容量の校内通信ネットワークの

整備を行うものでございます。校内ＬＡＮの整備に

加えまして、パソコン端末の保管や充電等を行う電

源キャビネットを３月末までに整備することとして

おります。 

 １人１台のパソコン端末が整備されますと、教師

と児童がつながった授業が展開されることになりま

す。例えば、国語ではお互いの発表や意見交換にも

役立てることができます。また、算数や数学の授業

においては、習熟度に応じた問題を各自パソコン上

で解いたり、関数や図形などの変化の様子を動画等

で可視化したりして、学びを深めることが可能とな

ります。また、理科におきましては、観察・実験を

端末で記録しておきまして、動画を使って、より結

果について深い分析を行うことができるようになり

ます。このように児童生徒の個性や能力に合わせて、

適切な指導が行える授業へと変わってまいります。 

 今後におきましては、こうした授業の変革に対応

できる教職員の体制づくりとして、市ＩＣＴ教育研

究会の活動を推進するなど、教職員のスキルアップ

に努めてまいりたいと考えております。 

○11番（西別府 治君） いろんな説明をしていた

だきました。パソコン、そしてまた、無線ＬＡＮ、

ここのハード面については大体理解します。ただ、

ここからどのようにＩＣＴとしてという話を少しさ

れました。教育長、大きく変わる部分が学びの深化

ですよね。学びの深化と学びの転換ということであ

ります。これを教育長に、進化と転換、１項目ずつ

でもいいですから、説明していただきたいと思いま

す。 

○教育長（相良一洋君） 学びの深化ですね。 

 教科ごとのいろんな本質があるわけですけれども、

いろいろ図形を見たり、そして動作でいろんなもの

を動かすときに、やはりＩＣＴパソコン上で可視化

して見るのとでは、子どもたちの認識の度合いが違

ってくるわけですよね。そして、パソコンを自分で

動かすことによって、子どもたちは自分のものにし、

いろいろ考えて、そして、教師と子どもたちがＬＡ

Ｎでつながりますので、ほかの子どもたちの影響も

吸収できる。そして、見比べることができる。そし

て、修正をすると。これが深化ですよね。深い学び

につながっていくということ。 

 今、文科省が言ってるのは主体的な学び。ここで

は子どもたちが主体的に登場して、深い学びをして

いかないといけない。まさしくＩＣＴの狙いは、そ

ういう周辺機器を整備することによって、子どもた

ちの教育環境とネットワークづくりを最大限生かす

方法だと私は思っています。 

 そして、これが導入されることによって授業の改

善につながっていくわけです。深い学びから、そし

て、教育改善の転換の方向に、機器の導入によって

子どもたちが動かされていく。学校の時代、そうい

うＩＣＴを使った時代が新たに見えてくるんじゃな

いか。 

 そのためにいろいろ教職員の研究会も立ち上がっ

てきております。本市の教育委員会もそういう研修

会の場を提供しながら教職員の資質を深めて、そし

て、子どもたちによりよい教育ができるように考え

ております。 

○11番（西別府 治君） 教育長の内容を少し整理

しますと、今までは先生が子どもたちに電子黒板を

使って、同時に同じ内容を説明したわけですね。そ

れが、一人ひとりにパソコンがありますから、全体

でしているのを見るんじゃなくて、パソコンで個別

にやっていくということですよね。 

 それから、転換ということなんですけれど、電子

黒板も一緒ですけれど、みんなが一緒にやっていま

したけれど、能力に応じて、また、習熟度、私がま
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だここはできないよねとかいろいろあるじゃないで

すか。その習熟度に応じて、20人いれば20台のパソ

コンが全然違うものを映し出して勉強をできるとい

う。今、お聞きした中ではそうなんだろうなという

ことで、多くのＩＣＴなどを使いながら子どもたち

の教育がされていく。それでまた、小学校の高学年

になりますと、プログラミングの勉強をしないとい

けない。小学校の高学年でですよ。それをしないと

いけない。新しい学習指導要綱にあるみたいですね。 

 だから、そういったふうにデジタル化することで、

パソコンが入るというよりもデジタル化することで、

次の世代を担う子どもたち一人ひとりの教育がもの

すごい勢いで変化していくよねというのがデジタル

化というふうに考えております。 

 それで、今、教育長がおっしゃるようにいろんな

協議会を立ち上げながらですけれど、やはり教職員

がデジタル化に対応できることが最も大切になって

くるんじゃないかなと思います。私もそんなパソコ

ンができるわけじゃないですけれど、ただ、今の内

容をお聞きしますと、それができないと大変だなと

いうふうに考えております。 

 そこで、３番目になります。デジタル社会を支え

る人材の育成と外部人材について伺います。 

○学校教育課長（藏薗孝一君） 先ほど教職員のこ

とが出ましたので、教育関係でお答えしたいと思い

ます。 

 ＩＣＴ教育を支える人材の育成ということで、先

ほど教育長の答弁にもありましたが、本市では教職

員のＩＣＴスキルの向上に力を入れております。昨

年度から希望する市内の小中学校の教職員を会員と

して、ＩＣＴ教育研究会による活動を行っておりま

す。今年度から小学校で実施しているプログラミン

グ教育についての実践発表、あるいは年間指導計画

の作成、テレビ会議システムＺｏｏｍを使ったオン

ライン授業体験など、ＩＣＴの教育利用についての

研究や情報交換、資料作成等に取り組んでいます。 

 ＩＣＴ研究会のセミナーについてですが、６月２

日、市内の各小中学校の教職員等44人が参加して行

っております。それから市教育委員会も共催しまし

て、ＩＣＴ教育セミナーを開催しました。８月19日

28人、11月27日に26人の教職員等が参加しておりま

す。 

 あと、専門業者から派遣されるＩＣＴ支援員を予

算化し、学校の要請により毎月１回は市内の小中学

校を訪問して、教職員の抱えている課題に対して専

門的なアドバイスをするなど、ＩＣＴを活用した効

果的な教育活動が実践できるように支援しておりま

す。 

 今後は、さらにこの教職員のＩＣＴスキルの向上

に向けて、研修の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。 

○11番（西別府 治君） 今、教育委員会のほうか

ら説明がありました。これは子どもたちに対するデ

ジタル化の話ですよね。それが今度は市全体の行政

に関わるデジタル化の推進につながった話になって

いくわけなんです。市長、いかに住民目線を取り入

れて、デジタル化にして便利になったよねというこ

とを言わないといけないですよね。そのために教職

員の方々は、今、説明が長くありましたけれど、相

当なことをしないとなかなか難しい部分であります。 

 そして自治体としても、例えば、職員の研修等を

含めながらやらないといけないんじゃないかなと思

うんですけれど、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今、大事なことはＩＣＴ、

いわゆるスキルを高めるということですよね。それ

で、学校はいろいろ取り組んでおられます。オンラ

インとかいろんな研修をされたりしておりますが、

我々行政としても、今おっしゃいますとおり、国で

は地方行政のデジタル化を進める上でＩＣＴなどを

専門とするデジタル人材の確保や職員の育成を含め

た対応が必要と考えており、一つの団体では人材を

確保できない地方公共団体に対しては、人材の派遣

の支援策を検討しております。市としましては、そ

の前に職員自らの人材育成を行いつつ、必要に応じ

て外部からの人材も受け入れるなども検討してまい

りたいというふうに考えております。 

○11番（西別府 治君） 具体的な部分としてこう

思っているんですけれど、やはり誰かが先行して走

らないといけない部分というのがありますね。職員

が全体を同時に説明することもですけれど。ですか
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ら、やっぱりスマート人材の確保とかいろいろ国の

ほうは言っておりますから、そういった流れを少し

つくらないと。今、教育委員会がこれだけ説明をし

て、相当な内容ですからね。それと同じようなこと

を一般行政の中でもやらないといけないのかなとい

うふうに考えているところであります。 

 総務省が、国と地方の双方で加速させるために自

治体トランスフォーメーション、ＤＸのために、ガ

バメント推進のために140億円を来年度の予算とし

て、今、予算要求をしている状態です。それから、

自治体に対して、今度は自治体ＤＸ推進計画を行う

ために39億円あるそうであります。それから、計画

につきまして、手続のオンライン化等につきまして

１億円ですね。本市も何か、この前、議員全員協議

会でお聞きしましたけれど、ＡＩやＲＰＡ、ここら

あたりになってくるのかなというふうに思っており

ます。来年度から入ってくる、３か月後からいろん

なものが進められるのかなと思っております。 

 それから、自治体ごとの情報の標準化に４億円ら

しいですよ、市長。ですから、また、さらにスピー

ド感が増すんじゃないかなというふうに考えており

ますので、ぜひここらあたりの予算も活用しながら。

何回も言いますけれど、先生方はそういったことで

せざるを得ない状況でありますから、それと同じよ

うに、私たちも私自身も進める必要があるんじゃな

いかなというふうに考えております。 

○議長（下迫田良信君） 西別府議員、質問の途中

ですが、ここでしばらく休憩をいたします。再開は

午後３時15分といたします。 

             休憩 午後３時01分 

             ───────── 

             再開 午後３時15分 

○議長（下迫田良信君） 休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 引き続き、西別府 治議員、質問を行ってくださ

い。 

○11番（西別府 治君） 次に、国や自治体のデジ

タル化システムの統一と標準化とマイナンバーカー

ドの普及促進についてですが、現在、地方自治体に

おける情報セキュリティー対策の要となっている自

治体セキュリティークラウドが更新期を迎えます。

個人情報保護とデータ利活用の効率性と利便性を向

上させた次期の自治体情報セキュリティー対策の見

直しについて伺います。 

○市長（田畑誠一君） 自治体の情報セキュリティ

ー対策の見直しについてお尋ねであります。 

 国においては、個人情報の流出を防ぐため、地方

自治体に対し３層の対策を行うよう要請をして、本

市においては平成28年度に行政システムの構築を行

ったところであります。この３層の対策は、セキュ

リティー対策が格段に強化された一方で、行政手続

のオンライン化が進まず、業務が非効率な面がある

ことなどを踏まえ、国においてセキュリティー対策

の見直しを検討されております。 

 今回の見直しでは、個人情報の保護を確保した上

で、行政手続のオンライン化や職員のテレワークな

どができるよう行政システムの変更を行うこととさ

れております。 

 今後は、マイナンバーカードを活用した電子申請

や行政手続などが在宅で行えるようになるなど、大

きく様変わりすることになると考えられますので、

国のガイドラインが示された時点で適切に対応して

まいりたいと考えております。 

○11番（西別府 治君） 市長がおっしゃるように、

国がガイドラインを示してまいります。その中にお

いて自治体は動いていくわけであります。オンライ

ンやテレワークもオーケーになります。そして、３

層でもなかなかまだ足りなかった部分を、最終的に

マイナンバーカードとの関連を重厚にやるためにシ

ステムが変わっていくというふうに市長のほうから

説明がありましたので、そういうふうに進んでいく

んだろうなということであります。 

 なかなか一口で説明をするのも大変でありますし、

ただ、これは現実的に安心安全な部分というのでこ

ういうのを書いてあるんですね。マイナンバーにつ

いて個人情報が外部に漏れるんじゃないかとか、そ

してまた、成り済ましですね、マイナンバーの成り

済ましとか、そしてまた、国家によって個人の情報

が一元管理されて、どうにもならないんじゃないか

なというふうに思っていらっしゃる方がいらっしゃ
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いますけれど、ここらあたりが次期セキュリティー

システムではより強固になっていくんじゃないかな

と思ってるんですけれど、どうですかね、そこらあ

たりの内容は。ちょっとお聞きしたいと思います。 

○総務課長（東 浩二君） 今、いろいろお述べに

なられましたように、これまでのセキュリティーシ

ステムというのは非常に強固でありました。そして、

強固であるがゆえに一方では使い勝手が悪くなって

きているというのが課題としてございます。 

 そこで、そこの強固過ぎるところを少し和らげて、

そして、個人情報の保護、これもしっかり図りなが

ら、いわゆる行政手続のオンライン化がマイナンバ

ーカードを活用してということになりますので、そ

こを在宅で手続ができるようにとか、そういったこ

とをいろいろマイナンバーカードで使えていくよう

になってまいります。 

 そういうことができるように、その強固な部分を

少し和らげて、住民の方あるいは民間の企業の方も

含めて、いろんな活用ができるように幅を広げてい

きましょうと、そういった取組の内容になっている

ようでございます。そのことが標準化であるとか、

一体化であるとか、そういうことにつながっていく

ということであります。 

 現在は、各自治体でそれぞれのシステムがいろん

な業者で開発されております。そのことの弊害とい

うのもございます。 

 ですから、国においてはこれを一つの考え方とし

て、システムはこういうふうにつくりなさいという

なことをつくっていきます。そうすることによって、

どの業者であっても同じものをつくっていくという

ことになりますから、途中でシステムの改修が必要

であるとか、そういったものについても、どの業者

が来てもそのシステムを改修できます。今まではで

きなかったです。そういったことも含めて、いろい

ろやっていきます。 

 ですから、その入り口、それから改修とか、そう

いったものも全て変わっていくと。考え方が変わっ

ていく。ということは、国も地方も通じて全体の費

用が安くなっていく。その裏にはＩＴ人材の不足と

いうのがあります。一緒にこれを「よーい、どん」

で皆さんやりましょうよとしたときに、ＩＴに詳し

い専門の人材が少ないという。ですから、これも一

緒にやっていきましょうと。 

 ですから、今後、近い将来にこれを一遍にやりま

しょうということでありますから、来年１月の通常

国会でＩＴ基本法の改正がなされていきます。一部

改正がなされていきます。そういうことをしながら、

また、来年９月にはデジタル庁も発足をしていく予

定とされておりますので、これは加速度的にそうい

った取組が進められていくということでありますの

で、私ども市町村においてもそういう取組、国が今

後ガイドラインを示して来ると思いますので、それ

に合わせて取り組んでいくと。 

 ですから、使い勝手のいいものになっていく。先

ほどお述べになられましたように、民間の方々もそ

ういったデータ、国とか地方公共団体が持っている

データも取れるようになっていくと。そのことによ

って、いろいろ社会が変わっていくという。 

 日本は世界の先進国と比較して、そういう連携が

遅れていることによって経済損失が今後、出てくる

であろうと。ですから、そういうことも今後の国の

発展、そのためにこれを取り組んでいくべきである

といった中での一つの方策であるいうことですから、

今後、この世の中は大きなさま変わりをしていくん

じゃないかなと考えているところです。 

○11番（西別府 治君） 今、丁寧な説明でよく理

解をさせていただいたところであります。 

 今回、三次補正が出ます。その中において、

1,000億円から2,000億円の今、おっしゃった部分の

補正がデジタル化基金として計上されるそうであり

ます。その基金を使いながら、自治体は、今おっし

ゃったものをものすごい早いスピードで進めていく

んだろうなというふうに考えております。どうか頑

張っていただいて、デジタル化を進めていただきた

いと思っております。 

 その中で、やはりマイナンバーカードの普及とい

うことが一番、デジタル化の中のバロメーターとし

てあるんじゃないかなと思っておりますので、２番

目にいきます。マイナンバーカードの普及による効

果について伺います。 
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○市民課長（榎元京子君） マイナンバーカードの

普及による効果についてであります。 

 マイナンバーカードには顔写真がついており、運

転免許証を返納された方などの本人確認書類として

の利用のほか、オンラインで税の申告ができるなど

の利便性があります。また、来年、利用開始予定の

コンビニ交付ではマイナンバーカードを使って、住

民票や印鑑証明、所得証明などの各種証明書を市役

所の閉庁日や時間外でもコンビニで取得できるよう

になります。 

 そのほか、子育てに関する手続や災害発生時の被

災者支援などへのマイナンバーカードの活用策も国

において検討が進んでおります。 

 さらに、住民票異動届と電気ガス等の引っ越しに

伴う手続がマイナンバーカードを使って一体的に行

えるようになるなど、官民一体となったワンストッ

プサービスも予定されており、今後は日常生活にお

いてマイナンバーカードが利活用される機会がます

ます拡大すると予想されております。 

○11番（西別府 治君） 市民課長にたくさんおっ

しゃっていただきましたので、私のほうは追加の質

問ということはございませんけれど、高齢化によっ

て、運転免許証返納が出てまいります。免許証を持

っておけば顔写真と本人確認ができるわけですけれ

ど、なければいろんなことをしないと何かできない

そうでありますから、まずそこの部分が高齢者の

方々にはあって、あと、全ての部分を若い方々に子

育てからいろんなことを展開ができるんじゃないか

なと思っております。 

 そして、３番目に行きます。 

 今後のマイナンバーカードの健康保険証等、多様

な活用方法について伺います。 

○健康増進課長（猪俣勝人君） マイナンバーカー

ドの健康保険証などの多様な活用方法についてでご

ざいます。 

 健康保険証としてマイナンバーカードを利用した

オンライン資格確認ができることで、高額療養費制

度を利用する際の認定証などの確認が申請手続に来

庁しなくてもできることのほか、保険者が変わって

も新たな保険証の発行を待たずに医療機関や薬局で

受診ができるようになります。 

 また、特定健診情報や医療費通知情報、薬剤情報

を確認できることとなり、個々の健康状態を把握し、

薬剤の重複を解消するなど、医療費の適正化にもつ

ながるものと考えております。 

 そのほか、保険医療機関等において本人同意のも

と、医師が患者の薬剤情報などを閲覧できることで

よりよい医療を受けることができるようになります。 

 また、母子保健情報として、予防接種情報や乳幼

児健診などの健診データを閲覧できるようになって

いるところです。 

○11番（西別府 治君） 健康に関する部分であり

ます。ものすごい範囲で、結局、マイナンバーカー

ドが適用されていくということになりそうでありま

す。 

 それから、少しありましたけれど、今は新幹線と

か飛行機とかでの移動は、コロナでちょっとないで

すけれど、今後そういった移動の中で病気になった

とき、初めて行く病院ですね。そのときにマイナン

バーカードを使って、本人の同意があれば、どんな

薬をどのくらい飲んでいて、こんなふうですよとい

うのを医師が見ることができるそうです。 

 例えば、東京に行って、急に具合が悪くなったと

きに、マイナンバーカードを渡せば新規の病院であ

っても全部分かるという共通化がされていく。こう

であるそうですから、ぜひ健康のために含めてマイ

ナンバーカードは必要じゃないかなあと思っており

ます。 

 今後とも健康増進課、いろんなことを展開を……。

説明ですね、これ。非常にたくさんあるもんですか

ら、多くの機会を得ながら進めていかれたらと思い

ます。健康増進に必ずつながると思っております。 

 そこで、４番目に行きます。 

 カード未取得者への追加交付申請の状況や本市の

ホームページの掲載の在り方について伺います。 

○市民課長（榎元京子君） カード未取得者に対し

ては総務省が11月から一部の都市に先行して発送し

ておりますが、全体として12月から３月にかけて、

順次、交付申請書を発送することになっております。

送付される交付申請書にはＱＲコードが印刷されて
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おり、スマートフォンやパソコンでも申請できるも

のとなっております。 

 また、ホームページにつきましては、最新の内容

を分かりやすく、市民の方が知りたい情報を検索し

やすいように内容を随時見直し、誰が見ても分かり

やすいホームページづくりに取り組んでまいりたい

と思います。 

○11番（西別府 治君） 普及率が少ないですから、

上げていかないといけない。今、説明をずっと受け

た中でマイナンバーカードを使ってこれだけいろん

なことができるよということです。取得促進のため

の今、話であります。ホームページは分かりやすい

ようにということでありますので、今後もそういっ

た流れをしっかりとつくっていただきたいと思いま

す。 

 ＱＲコードの云々というのがありますが、これは

最初にぱっとお聞きになった方はなかなか分かりに

くいですから。「通知カードを送って、番号をお知

らせしています」と言ってもその紙を捨てているわ

けですよ。はっきり言って。それで「もう一度送る

から、それをカメラでＱＲコードを見れば、あなた

が誰ってすぐに分かるようになっているので、それ

で申請して下さい」という流れでございます。そこ

までしないとなかなか難しいのかなということでご

ざいますので頑張っていただきたい。ホームページ

も頑張っていただきたいと思います。 

 それから、最も大事なのが顔写真なんですね。顔

の写真で全部分かっていくわけですが、顔写真を撮

影するタイミングというのがいよいよ重要になって

くるわけです。私もマイナンバーカードを取ろうか

なという方々の意欲がそがれないうちにカード交付

率向上と申請処理スピード化のために、市民課窓口

での顔写真無料サービスの周知についてお伺いしま

す。 

○市民課長（榎元京子君） 顔写真無料撮影サービ

スは平成30年度から串木野庁舎と市来庁舎の市民課

窓口において実施しております。専用のタブレット

端末を使って無料で写真撮影を行い、オンラインで

のマイナンバーカード申請をサポートしており、多

くの方にこのサービスを御利用いただいております。 

 この無料の写真撮影及び申請サポートにつきまし

てはホームページに掲載しているほか、広報紙や毎

月のマイナンバー日曜窓口開設の防災行政無線放送

でもお知らせしております。 

 今後も無料の写真撮影サービスや申請サポート、

また、公民館等への職員による出張申請サービス等

を活用しながら普及活動を推進し、交付率の向上に

努めてまいります。 

○11番（西別府 治君） あと３年で100％を国は

目指していて、当然、今日の段階で何％ですかとい

うのは聞いてまいりますから、これは一生懸命、頑

張っていただきたいと思っております。上げていた

だきたいですね。交付率を上げていただきたい。 

 そこで、今、顔写真の出前サービスを公民館等で

やっていくということであります。市長、これは一

つ提案なんですけれど、先ほど医療の部分でどれだ

け薬を使っているとか、どんなものを使用している

とか、いろいろマイナンバーカードで把握できます

から、これはぜひ市民課と健康増進課と一緒に行か

れて、内容を伝えて、カードを取得することイコー

ル、いわゆる様々な医療の、薬もそうですけれど、

見える化がされますよと。ぜひそういったことをし

て、皆さんも御協力をいただきたいと。 

 医療費が上がっていきます。本市もいろいろ言わ

れておりますから、そういったのをぜひ一緒になっ

てやっていただけたら、来られた方もそれならとい

う気になられるんじゃないか。 

 いかがでしょうか。そこらあたりにつきまして。 

○市長（田畑誠一君） 急速にデジタル化が進んで

まいります。ものすごいスピードで進んでまいりま

すが、その基本をなすのはマイナンバーカードです

よね。これは今、西別府議員もおっしゃったとおり、

なかなか何と言いますか、個人情報が漏れるんじゃ

ないだろうかと、悪用されるんじゃないだろうかと。

なかなか、今、びっくりして、マイナンバーカード

が非常に必要になったということになって、いろい

ろ調べたら、ほとんどの自治体がとても低いんです

よね。10何％とか、20とか30とかですね。 

 でも、これから先はマイナンバーカードでいろん

なことが、さっきからいろいろありますように、税
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の申告だとか、議員も今、言っておられる健康を守

ることについて薬の調剤加減や過去の履歴まで分か

るということで、そのことはまた命も守ってくれる。

と同時に、また適正な医療になるわけですよね。医

療面から見ても。 

 そういった面で、要はまずは今、マイナンバーカ

ードの取得について、「こんなことができるんです

よ」と。「もうこういう時代なんです。持たなきゃ

いけないんです」と。それを分かっていただく。 

 マイナンバーカードの取得の普及に力を入れて、

合わせて「マイナンバーカードでこんなこともでき

るんです。コンビニに行って住民票も取れるんです、

マイナンバーカードを持っていけば」と。 

 そういうことをしっかり、教えると言ったら語弊

がありますが、指導・周知することが一番大事だと

思いますね。そういった面で市としては、やっぱり

行政の各課連携をとりながら、今、おっしゃったよ

うな形でその普及に努めてまいりたいというふうに

思ってます。 

○11番（西別府 治君） 市長。市民課は受付け業

務が主です。そして、また、いろんな発行をします。

健康増進課というのはいわゆる介護や後期高齢、全

部を知ってるわけですね。 

 また、この辺の公民館はどうというのも大体、頭

の中、口では言えませんけれど、知っていますから。

やはりそういった的を射た担当課が行く。このこと

が説明もやりやすいだろうし、聞くほうも分かりや

すいだろうし。ころばん体操も一生懸命やってると

ころもあります。それプラス、こういったのを進め

ていかれて。 

 せっかく出前講座で行きますから、一緒に連携を

とられていかれるように思っているんですけれど。

どうですか。 

○市長（田畑誠一君） 今、西別府議員、例をお述

べになりました。市民課はいろいろ受付ける方、健

康増進課は一人ひとりの健康の状態まで把握してい

る。一体となって行って説明をしたほうが納得して

もらいやすいんじゃないかという御提言であります。 

 とにかくおっしゃいましたとおり、要はいかに分

かってもらうかということですから、一人でも多く

の方に納得してもらうように、進めてもらうように

するために効率的な運用ということについて、我々、

検討してまいりたいと思ってます。 

○11番（西別府 治君） 検討していただきたいと

思います。 

 それから、今回、いろいろ私もいろんなことを調

べていたらびっくりするようなものを見つけました。

2025の崖。2025の崖ですよ。あと５年後です。いろ

んなデジタル化を５年後に進めていくということな

んです。 

 経済産業省が今のままで、各自治体の人たちが、

それぞれのシステムをこのまま続けていけば、人材

がいなくなって、ブラックボックス化していくみた

いなんですね。その修正をできなくなっていく。そ

れを統一していくわけですけれど。 

 まず１年目で12兆円の損失があるそうです。５年

後でですよ。ですから、ものすごい損失が生まれて

くるみたいです。 

 ですから、医療のこともそうですけれど、もう

様々なことが影響を受ける。これが2025の崖だそう

です。 

 それから、こういうことも言っています。５年前

で17万人の人材不足、エンジニアの。2025年、あと

５年後は43万人足りない。いらっしゃるんじゃなく

て、足りないそうです。43万人のエンジニアが。で

も、それでもやらないといけないということらしい

です。 

 ですから、教育委員会もそうなんですけれど、す

ぐ駆けつけてくださる人材、地域でのそういったネ

ットワークづくり、参画。こういうのをやはり進め

ていかないといけないだろうし、また、そういう

方々を入れながら、自治体も人材のスキルアップを

図っていかなければならないのかな。 

 これも経済産業省が言っていて、この崖を乗り越

えた自治体じゃないと次がないそうですから。そう

いうことを言っていますので。 

 市長、ぜひこの2025の崖、これを乗り越えるため

には人材育成を進めていただきたいと思っておりま

すけれど、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 我が国の大きな課題は東京
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一極集中です。幾ら言っても治りません。毎年毎年、

東京だけが増えてきてる状況ですね。 

 ところが、この４か月、東京の人口は毎月減り続

けております。これはコロナの影響もありますけれ

ども、要はずっと今、言っておられますデジタル化、

テレワークとかマイナンバーを活用したそういった

仕事の在り方、行政の進め方というのが大きく変わ

ってきている。そのことを物語っていると思います。 

 でも、考えられませんよね。東京が４か月間連続、

毎月人口が減っているそうです。昨日、テレビで言

っていました。そのことは新しい日本の方向として

歓迎すべきことと思います。 

 それだけにこれからの社会はデジタル革新がもの

すごいスピードでなされてまいりますので、私たち

の生活というのは、先ほどから言っておられます新

たな日常ということで大きく変わってくると思いま

す。 

 すなわち在宅で様々なオンライン手続が官民を問

わず可能となる。また、場所を選ばず、仕事を行え

る在宅勤務の実現、いわゆるテレワーク。物と物を

つなぐＩＯＴの普及など、あらゆる分野でデジタル

化が急速に進んでまいります。 

 私たち地方自治体においては、マイナンバーカー

ドの活用拡大により、行政手続の簡素化や健康管理、

災害支援などまで、市民の皆さん方にとって、とて

も便利で有効な活用が図れるものとなっております。 

 本市におきましても、この大きな潮流に乗り遅れ

ることなく、行うべきことは着実に進めることが必

要でありますので、国と歩調を合わせ取り組んでま

いりたいと考えておりますが、それをこなすには、

おっしゃっておられるようにまさに人材育成であり

ます。努めてまいりたいと思います。 

○11番（西別府 治君） 全ての質問を終わります。 

○議長（下迫田良信君） 以上で本日の日程は終了

しました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（下迫田良信君） 本日はこれで散会をいた

します。お疲れさまでした。 

         散会 午後３時45分 

 


